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第４３回平成２４年３月与謝野町議会定例会会議録（第３号）

招集年月日 平成２４年３月８日

開閉会日時 午前９時３０分 開会 ～ 午後３時２６分 散会

招集の場所 与謝野町議会会議場

１．出席議員

１番 野 村 生 八 １０番 山 添 藤 真

２番 和 田 裕 之 １１番 小 林 庸 夫

３番 有 吉 正 １２番 多 田 正 成

４番 杉 上 忠 義 １３番 赤 松 孝 一

５番 塩 見 晋 １４番 糸 井 滿 雄

６番 宮 﨑 有 平 １５番 勢 旗 毅

７番 伊 藤 幸 男 １６番 今 田 博 文

８番 浪 江 郁 雄 １７番 谷 口 忠 弘

９番 家 城 功 １８番 井 田 義 之

２．欠席議員（なし）

３．職務のため議場に出席した者

議会事務局長 秋山 誠 書 記 土田 安子

４．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者

町 長 太田 貴美 代表監査委員 足立 正人

副 町 長 堀口 卓也 教 育 長 垣中 均

企画財政課長 浪江 学 教育委員長 白杉 直久

総 務 課 長 奥野 稔 商工観光課長 太田 明

岩滝地域振興課長 中上 敏朗 農 林 課 長 永島 洋視

野田川地域振興課長 小池 信助 教育推進課長 土田 清司

加悦地域振興課長 森岡 克成 教 育 次 長 和田 茂

税 務 課 長 植田 弘志 下水道課長 西村 良久

住民環境課長 朝倉 進 水 道 課 長 吉田 達雄

会 計 室 長 飯澤嘉代子 保 健 課 長 泉谷 貞行

建 設 課 長 西原 正樹 福 祉 課 長 佐賀 義之
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５．議事日程

日程第 １ 一般質問
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６．議事の経過

（開会 午前 ９時３０分）

議 長（井田義之） おはようございます。

昨日に引き続き一般質問をお世話になります。

本日も本会議終了後、産業建設常任委員会、それから、文教厚生常任委員会が予定をされてお

りますので、お知らせをしておきます。

ただいまの出席議員は１８人であります。

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。

本日の会議は、お手元に配付しております議事日程に従い進めます。

日程第１ 一般質問を行います。

最初に１１番、小林庸夫議員の一般質問を許します。

１１番、小林議員。

１ １ 番（小林庸夫） おはようございます。

それでは、議長のお許しを得まして、町長に対しまして二つの質問をさせていただきたいと思

いますので、よろしくお願い申し上げます。

一つは、都市部の企業から市町村に若手社員の派遣という事業についてであり、二つ目には、

幾地地内に町管轄の海老川という河川があるのですが、その上流に急斜面の山と接している部分

がございまして、昨年の台風の雨によりまして、山が土砂崩壊をいたしまして、いまだ修復のめ

どが立っていない状況でございまして、町の管轄ではないことと思われますけども、これらの対

応につきましての質問をいたしたいと思います。

それでは、最初の質問に入らせていただきます。地域が久しく停滞いたすようになりましてか

ら何年になりますでしょうか。いつごろからだとはっきり区切って言えるほど明解なことがわか

らないまま推移いたしておりますが、何かおかしい、このままでは希望の持てる地域にはなかな

かなりがたいのではという漠然とした感じがいたすのは、私一人ではないかと思います。

町行政の責任外のこととはいえ、少子高齢化の進行と地場産業の、織物業の衰退、そして、農

業分野も国や府などの補助政策によって守られているという現状、お勤めの方にいたしましても、

限られた環境の中であり、町民税や固定資産税を主体とする町の自主財源も、歳入の２２％とい

う低い状況であります。このような中、町民生活のインフラ整備には、財源の非常に厳しい中、

大変な努力をしていただいており、かつ、これが打開のためにいろいろと対策もとっていただい

ていますが、あまりにもテーマが大きく、いまだ展望が見出せるまでには至っておりません。私

も機会あるごとに、こういった課題につきまして、ない知恵を絞りまして今日まで申し上げてま

いりましたが、このたびも再度、こういったことの質問に入らせていただきたいと思う次第でご

ざいます。

正月のある新聞の記事を読ませていただきますと、総務省は２０１２年度から東京、大阪、愛

知の三大都市圏に拠点を置く企業の若手社員を市町村に派遣する事業に乗り出すと報道されてい

ました。観光開発や情報化などの分野で地域をアピールする戦略づくりに取り組んでもらうとい

う試みで一つの自治体に最大３年間、異業種２人一組で派遣し、総務省としても財政面で支援し、

都市のサラリーマンと地方の接点をふやし、地域の活性化につなげる目的とのことでございまし
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た。

総務省は、商社、コンビニ、ＩＴ企業など大手企業に呼びかけ、入社３年から５年の若手社員

に市町村が用意するポストで働いてもらう。役場になじみやすいように２人一組みの異業種タッ

グの相乗効果にも期待していると。企業側にも社員研修としての意味合いのほか、販路開拓や地

方との関係強化につながる利点があり、総務省が参加の意向を聞いた企業はおおむね前向きとい

うことでございます。原則として本業は休職し、市町村の常勤職員となるということでございま

す。自治体には特別交付税を一人当たり上限３５０万円交付するとございました。

与謝野町の現状を見ますとき、こういった新しい試み、取り組みが地域の閉塞感を打破するき

っかけになればいいと思いまして、質問いたすものでございます。まず、最初に、こういった制

度があることをご存じなのかということと。また、これは、今、読み上げましたことは新聞紙上

だけの情報でございますので、より詳しい現状がおわかりでしたらお聞きいたしたいと思います。

二つ目には、今議会にも与謝野町中小企業振興条例も提案されておりまして、また、観光振興

にもリンクする制度ではないかと思われまして、取り組んでみる価値があるんではないかと、私

は思いまして、町長のお考えをお聞きしたいというように思う次第でございます。

次に、先ほど申し上げました海老川横の山崩れの対応につきまして、質問を申し上げます。現

場は海老川を挟んで、すぐに民家が建っておりまして、山の傾斜角度も、素人が見ましても

４０度から５０度は十分あるなと言えるほどの急な場所でございまして、町のハザードマップに

も急傾斜地として示されている場所で、今までにも土砂崩れなどが発生いたしておりまして、一

部小規模な柵が設けてございますが、昨年の台風によりまして、雨によりまして、担当課の方は

ご存じと思いますけども、大きく崩れております。５、６年前にも台風によりまして、立木が根

こそぎ倒壊いたしまして、処置の方法につきましても民間の所有される山ゆえに、公的には直せ

ないということでございまして、地元の方々で、町の分も、いく分お世話になった経過もござい

ますが、地元の方々も出まして対応させていただいたような経過もございます。今回も京都府の

格別な計らいでブルーシート２枚で覆って、雨水が入り込まないような応急処置がなされており

ますけれども、これ以上はできないというようなことをお聞きいたしております。しかしながら、

関係民家の方々、また、隣の方々にすれば、何とか行政の力で対応はできないものかと非常に、

真剣に困っておられるのが実情でございます。この件に関しましては、幾地区のほうからも要望

が出されていると思いますが、一つ目の質問といたしまして民地ということ、現状のまま放置さ

れるのか、あるいは二つ目には個人で、そういった土砂崩壊防止工事を行うということにしまし

ても、膨大な資金が必要なことと想像されますし、とても個人では無理かと思います。こういっ

た状況の箇所の解決方法は、どのようなことがあるのか、急傾斜地でございますだけに、京都府

のほうへ強力に申し入れができないものか、お尋ねしたいと思います。

三つ目に海老川の下流に水田を多く要しておりまして、土砂が水田に流れ込むという被害も生

じておりまして、田んぼの持ち主の方々から、何とか海老川の堆積しておる土砂の浚渫をお世話

してほしいということもお聞きいたしております。できましたら、３年に一度は、こういった浚

渫がお世話できないかということを質問いたしまして、１回目の質問とさせていただきます。

議 長（井田義之） 答弁を求めます。

太田町長。
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町 長（太田貴美） 皆さん、おはようございます。

一般質問の二日目、まず、小林議員、ご質問の一番目、都市部の企業から市町村に若手派遣に

ついて、お答えいたします。１点目のご質問は、この制度は、ご存じかとのことでございますが、

総務省の若手企業人地域交流プログラムとして把握しております。このプログラムは、総務省の

定住自立権構想の平成２４年度新規事業として大都市圏の企業に勤務する若手企業人が１年から

３年程度の一定期間、地方の自治体に出向し、地域独自の魅力や価値の向上につながる業務に携

わることで、地域の元気づくりを推進するとともに、地方と大都市の交流のかけ橋となる人材と

して、将来的な活躍を期待することをねらいとして実施されるものでございます。

担当課から総務省に確認させましたところ、平成２４年２月末現在で企業と調整がつき実施が

決定しているのは全国で６自治体とのことです。

２点目、中小企業振興基本条例、観光振興にもリンクし、取り組んでみる価値があるのではと

のご質問ですが、このプログラムの対象地域は定住自立権に取り組む市町村でありますので、与

謝野町は該当いたしません。なお、私としましては、行政に直接携わるのではなく、間接的なか

かわりで若手企業人が地域と交流を行うことはやぶさかではないというふうに考えていますので、

総務省のプログラムを参考に、与謝野町バージョンを検討することの価値はあるというふうに受

けとめさせていただきましたので、今後の参考にさせていただきたいというふうに思います。

２番目の幾地区内の海老川横の山崩れ対応についてお答えいたします。質問にお答えする前に

小林議員の質問趣旨の中で、府の急傾斜地にも指定されている箇所とありますが、実際に急傾斜

地としては指定されておらず、砂防指定地として指定されておりますので、ご理解をいただいて

おきたいというふうに思います。

この海老川の山崩れ箇所は平成２３年５月２９日の台風２号により山の斜面が崩れ、土砂の流

出による海老川が埋塞したものでございまして、土砂や流木の撤去は京都府丹後土木事務所が行

い、応急処置としてブルーシートで、のり面保護を施工していただいたものでございます。

さて、ご質問の１点目と２点目につきましては、一括してお答えいたします。現状のまま放置

されるのかということでございますが、町といたしましても、被災直後から京都府丹後土木事務

所へ本復旧の要望をいたしておりましたが、この土地が個人所有地である上、保安林に指定され

ているということから、土木サイドでの本復旧は困難との回答でした。そこで大阪府在住の土地

所有者に連絡し、平成２３年１１月２日に現地を確認していただき、現在も不安定な状況で、さ

らなる崩壊と同時に、立木が倒れたときに対岸の民家に被害を与える恐れがあるので、復旧工事

を実施していただきたいというふうにお願いしましたが、多額の費用が必要で実施できないとの

回答で、京都府、または与謝野町で復旧工事を施工してほしいとお願いされたところでございま

す。

次に、解決方法があるのかということでございますが、先ほど申し上げましたとおり土木サイ

ドでの復旧は困難な状況であることから、農林サイドで復旧ができないか検討をしております。

そうした中で京都府小規模治山事業が該当するのではないかと思われますが、採択要件や現地が

保安林ということもあり、今すぐの実施は困難な状況ですので、引き続き検討してまいりたいと

いうふうに考えております。

最後の３点目、海老川の堆積土砂浚渫、せめて３年に一度は実施をということでございますが、
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幾地区の要望等も踏まえ現地の状況を確認した上で適切な時期に実施してまいりたいというふう

に考えております。

以上で、小林議員への答弁とさせていただきます。

議 長（井田義之） 小林議員。

１ １ 番（小林庸夫） まず、最初の項目の質問でございますが、この与謝野町は対象外ということで、

今、町長おっしゃられまして、私は、この新聞記事では、どこともかと思って拝見させてもらっ

たんですが、いわゆる財政の指数とか、そういったことですか。もう一度、その対象外の、ちょ

っと聞き漏らしたんですが、対象外のわけというんですか、そういったことをちょっともう一度、

お聞きしたいと思います。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） 私自身もよくあまり承知はしていないんですけれども、一つ勉強させてもらう中

で、定住自立圏という、そうした、みずから圏域を決定していくわけですけれども、中心地、市

と周辺市町村が生活実態や将来像を勘案し、協定を結ぶことによって、そういう定住圏という、

そういうゾーンをつくるわけです。そのゾーンに入っている市町がどこかが中心市となって、そ

して、お互いに周辺の市と協定を結んで、いろいろと交流をしていくという、そういう構想でご

ざいます。その中で京都府下では、どこも該当がございません、今のところ。福知山市が、その

中心市とされてはおりますけれども、その中心市宣言をされておられないわけですので、実質的

には、そうした定住圏構想の中の一つの市ということにはなっていないということです。

先ほども言いましたように全国では６自治体が、そういう指定を、定住圏のあれに取り組んで

おられるようですけれども、これから企業と、そうした調整をやっとついたというふうなところ

が６市ございます。そういった今、状況でございます。ですから、与謝野町といたしましては、

そういうものには該当しておりませんけれども、そうした考え方というのは大事にする必要があ

るかと思いますし、それらにつきましては、産業振興会議等もございますから、そうした中で、

今後、どういう形を目指していくのがいいのか、まさしく与謝野町流の、そうしたやり方という

ものも一考する価値はあるんではないかというふうに思っております。

議 長（井田義之） 小林議員。

１ １ 番（小林庸夫） 指定の対象にはちょっと外れるという、まことに残念なことを聞きまして、そん

なことかいなと思っていますが、いわゆる商工会の職員さんも、何かお話を聞きますと、いわゆ

る、この与謝野町の商工会の職員さんも他地区に期限を切って派遣されるというような中で人材

交流をなされるようなことも耳にいたしておりますが、やはり一定ところばかりではなしに、よ

そからの新しい水も入れて、そういうことによって、また、私たちも職員の方々も、また、町民

の我々も、そういう刺激を受けるというような制度だと、私は理解しておりまして、非常に取り

組むべきことかと思いましたけども、残念ながら、そういうことでしたら、手を挙げられないと

いうことかと思います。

せんだっても産建委員会で農林課のお話を聞きましたら、京都府の指導でＸキャンプというん

ですか、何かそういったことも大学生との交流は、京都府のほうは取り組んでいただけるという

ようなことをお聞きしまして、非常に喜ばしいことだなと思っておりまして、今、町長が申され

ましたように、これを一つの起点として、そういったことができたら、この町に合うた形の、そ
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ういう取り組みがお世話できたらと、このように思う次第でございます。

それから、二つ目の海老川の土砂崩壊のことですけれども、私は、この地図を見まして、いわ

ゆる危険地域に指定されておるとは思って、これは町単独の急傾斜地の指定でございますか、私

は京都府のほうの、いわゆる指導のもとに印がつけてあるもんかと思って理解しておったんです

が、まず、その点をお尋ねしたいと思います。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） 詳細につきましては、建設課長のほうからお答えさせていただきます。

議 長（井田義之） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） お答えをしたいというふうに思います。今、議員がおっしゃいましたように、

海老川という河川がございまして、それは町が管理しておる河川でございます。ただ、海老川周

辺につきましては砂防指定地域というふうな指定がしてありまして、いわゆる土砂が崩れてくる

可能性があるというふうに言われておりまして、その部分につきまして、砂防指定地の指定をさ

せていただいておるということでございます。

それから、今、議員がお持ちの地図の関係についてでございます。それは土砂災害防止法とい

う法律に基づきまして、京都府のほうが、いわゆる危険渓流だとか、あるいは角度が急な部分に

つきまして土砂災害防止法に基づきまして調査をさせていただいておるというふうな状況でござ

います。多分、今、議員が持っておられますのは町のほうが危険の部分につきまして、ある程度、

指定をさせて、ここの部分が危険ですよというふうなことを申し上げた地図ではないかというふ

うに思っておりまして、それに基づいて、もっと詳細なことを京都府のほうが調査をしておると

いうふうなことでございます。

今、言いましたように、その部分が砂防指定地というふうなことで、なおかつ、そこに保安林

が指定してあるというふうなことで、先ほど町長の答弁にもございましたように土木サイドのほ

うでは、なかなか無理だということでございました。今、この復旧につきまして、じゃあそれな

ら、ほかに復旧方法はないのかというふうな点で、いろいろと検討をさせていただいております

と、やはり複数戸あると、京都府の小規模治山事業が該当する可能性があるというふうなことが

ございましたので、今その部分につきまして、採択要件だとか、そういったこともございますの

で、その部分につきまして、今、調査をさせていただいておるというふうな状況でございます。

議 長（井田義之） 小林議員。

１ １ 番（小林庸夫） 保安林に指定されておるということのようですが、保安林というのは、いわゆる、

これネットでちょっと立ち上げたんですが、水源の涵養、土砂の崩壊、そのほかの災害の防備、

生活環境の保全形成等、特定の公共目的を達成するために農水大臣、または都道県知事によって

指定される森林とのことということに定義がされておるようでございます。保安林の役割として

は、水をはぐくみ災害を防ぐというようなことが書いてあるんですが、これには１６ですか、

１７項目の保安林の要綱がございますようでございまして、３番目に土砂崩壊防備保安林という

形で山地の崩壊を防ぎ、住宅や鉄道、道路などを災害から守りますということに該当するのかな

と、３番目に該当するのかなと思って、私は見させてもらったんですが、保安林でありましたら、

やはりこれは個人でしなければいけないということですか、どういうことですか。

議 長（井田義之） 西原建設課長。
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建設課長（西原正樹） お答えをします。今、保安林指定になっておるというふうな状況になっており

まして、現地の部分につきましては。その部分につきましては、いわゆる土砂が流れてきたとき

に数戸以上、いわゆる２戸以上の、そういうふうな家屋が被害を受けるというふうなことになり

ますと、今の小規模の治山事業が該当するのではないかというふうに思っておりまして、現在、

検討させていただいておるというふうな状況でございます。

上が隣地というふうなことが一つの条件になるだろうというふうに思っておりまして、その部

分につきましては、その箇所の部分は該当するのかなというふうに思っております。今後、今の、

その採択要件、それから保安林というふうなこともございまして、一定、指定がしてあるという

ふうな状況もございますので、保安林内作業でいけるのかどうか、その辺も含めて検討をさせて

いただいておるというふうな状況でございます。

議 長（井田義之） 小林議員。

１ １ 番（小林庸夫） 所有者の方にも連絡をいただいて、やはり資金的な面で、こういう行政の力でと

いうようなご希望があったというようなご答弁をいただいたんですが、公の山でありますとか、

そういうのでしたら、その公の組織で、力で、すぐさま対応できると思うんですが、個人の、そ

ういった民地の場合、私もちょっと岩屋峠あたりも崩れておりますし、どういう対応をなされて

おるのかちょっとお尋ね、ちょっとしてみたんですけども、全部が全部、公の土地ではないと、

民地もあるというようなことで、その民地につきましては、工事をする分を府なり買い上げても

らって、そして、工事にかかってもらっておるということもお聞きしたんですが、そういったこ

とは間違いないことですか。

議 長（井田義之） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） お答えをいたします。今、土砂災害防止法の関係で、この与謝野町にもたくさ

んの危険渓流だとか、あるいは急傾斜地のところがあるというふうなことが判明をいたしました。

ちょっと質問と外れるかもわかりませんけれども、この土砂災害防止法ができました背景といい

ますのは、たくさんの、そういうふうな危険渓流だとか、あるいは急傾斜の関係があるというふ

うなことで、なかなか国のほうも一つ一つ対応が難しいというふうなことから危険の、いわゆる

住民の人に、そういうふうなことをお伝えし、もしも何かあったときには避難をしていただくと

いうふうなことで、この土砂災害防止法というふうなものがつくられたということでございます。

したがいまして、すべての箇所が一朝一夕に防止できるというふうな、国、そういうふうな予算

づけが、なかなかできませんので、最初に申し上げましたように、そういうところを住民の人に

教えて、そして、避難をしていただくということが、この土砂災害防止法の関係でございます。

今、質問がございましたように、すべての部分につきまして、例えば用地買収をするだとか、

そういうこともなかなか難しいというふうに思っておりまして、例えば、構造物を入れさせてい

ただくについても、地元のご協力がいただけなければならないだろうというふうに思っておりま

すし、この関係で補助裏の部分につきましては当然、民地の方に負担金を持ってもらうべきだと

いうふうに、私は思っております。そうしないと町が、国も京都府も、また、町もすべての部分

を個人さんの部分も負担なしでやるというふうなことはならないだろうというふうに思っており

まして、やはり応分の負担を持っていただくのが前提の話ではないかというふうに思っておりま

す。
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議 長（井田義之） 小林議員。

１ １ 番（小林庸夫） そうすれば一応、先ほどちょっとお話を聞きましたら、一応、調査してというよ

うなことで、課長、いわゆる前向きに府のほうにも、府がなさるのか、町がなさるのかはわかり

ませんけども、前向きに、あの箇所を補修に向けての調査をやってみようと、やるという、そう

いうふうに理解させてもらったらいいですか。

議 長（井田義之） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） お答えをします。今の事業採択しようと思いますと、先ほど申し上げましたよ

うに、応分の負担を持っていただかなければならないというふうに思っておりまして、その負担

が、持っていただけるというふうなことになれば、当然、京都府がやるのか、町がやるのか、そ

の辺の区分があると思いますけれども、まず、私有地ということがございますので、やはり応分

の負担を持っていただけるというふうなことになれば、京都府のほうに、そういった要望なり、

また、最終的に町がするということになるかもわかりませんけれども、そういう方向性が出てく

るのかなというふうに思っております。全然、負担はなしで直してくれということにはならない

だろうというふうに思っておりまして、その部分につきましては、当然、地権者の方とお話をさ

せていただくということになるだろうというふうに思っております。

議 長（井田義之） 小林議員。

１ １ 番（小林庸夫） その応分の負担というのが、どの程度のパーセントとか、過去の、もし例題があ

りましたら、お聞かせいただきたいということと、それと地権者に対する、いわゆる直接交渉的

なことは行政側がお世話になるというような形で理解させてもらったらよろしいですか。

議 長（井田義之） 永島農林課長。

農林課長（永島洋視） お答えします。治山事業につきましては、農林課所管の事業でございますので、

私のほうから説明をさせていただきます。まず、今、建設課のほうから答弁をいたしました京都

府の治山事業につきましては、一応、事業費が１００万円以上で８００万円未満の治山事業を対

象にしております。２戸以上の保全対象が要るということでございまして、京都府が５０％の補

助、残りを町と受益者で負担をするという制度になっております。それよりもまた、小規模の治

山事業としましては、３００万円未満で町単費で町が７０％を補助をするという、そういう治山

事業も急傾斜地の保護を目的とする、そういう治山事業も制度としてはあります。どちらを使っ

ていくかということになろうかというふうに思いますが、この受益者負担の考え方につきまして

は、この町単費の、町補助７０％をやはり基準にさせていただくべきかなというふうに思ってお

りますと、そうしてきますと、３０％の受益者負担が、程度は考えていただく必要があるのでは

ないかなというふうに思ってますので、その辺を地元の中で調整をしていただいて、事業ができ

るような状況につくり上げていただきたいということでございます。

きょうまで治山事業をいろいろとやってきておりますが、大きな堰堤を入れるとかいうような

ことも含めまして、すべて地元の調整は地元の区の中で保安林の同意なり、堰堤を入れる場所の

地権者の同意なりを取っていただいておるというのが現実でございますので、その辺については、

もう地元のほうでお願いをしたいというのが現状でございます。

議 長（井田義之） 小林議員。

１ １ 番（小林庸夫） はい、わかりました。ここには区長もおられますので、ひとつそういうようなこ
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とのようでございますので、区長、よろしくお願いします。えらいとこで鉄砲の矢が飛んできま

したけれども。それから、いわゆる三つ目の浚渫ですね、土砂の。海老川の、こういったことに

つきましても、下のほうが今、岩屋工事をお世話になっておるんですが、そういったこともあわ

せまして、かなり堆積いたしておりますので、お願いできたらというように思っておるんですが、

古い方から聞きますと、あの海老川が改修されたときに、町長もお聞きかと思いますけれども、

何か３年に１度は浚渫するというような町のお話だったということを古い方からは耳にいたして

おるんですが、なかなかそういったことが、財政的な面からしていただいてないというような実

情から、できたら、そういったことを取り組んでいただきたいということもあわせてお願い申し

上げたいと思います。

議 長（井田義之） 太田町長から答弁を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 私自身は、そういう取り決めといいますか、そういうあれがあったかどうかとい

うことについては、記憶をしておりません。そういう３年に一度ぐらいはやるべきだろうなとい

うようなお話はあったんではないかという程度のことでございます。

建設課長のほうからお答えさせていただきます。

議 長（井田義之） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） お答えをします。先ほど町長のほうのご答弁にもございましたように、いわゆ

る現状を把握し、それに基づいて浚渫をするというふうなことが必要だろうというふうに思って

おります。

例えば、３年に一度だとか、あるいは、その状況を見計らって５年に一度だとか、その部分に

つきましては、町が一定、管理をさせていただいておるというふうに思っておりますので、今後

も適切な管理をしていきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。

議 長（井田義之） 小林議員。

１ １ 番（小林庸夫） できましたら、現場を見ていただいたら、よくわかると思いますし、ああいった

ブルーシートで覆っただけ、そして、飛ばないように上のほうの木の根っこから砂袋がぶら下げ

て押さえ込んであるというだけの、見ても、また、いつ崩れるかわからないというような状況か

ら、近所の方々、非常に不安を持っておられます。それと本当に、個人のものであるという形の

ことで、受益者負担という形で個人の負担も応分の負担があるということも、ただいまお聞きし

たわけでございますが、そういったことの話し合いが可能なものかどうかということも、やはり

今後の課題かと思っておりますし、非常に逃げる、土砂崩れでしたら避難してもらったらいいと

いうだけでは解決できないような現場だと私は思っております。

ぜひ、行政の力も合わせましてお力添えを賜りたいとお願いしまして、質問を終わります。

議 長（井田義之） これで、小林庸夫議員の一般質問を終わります。

次に、１４番、糸井滿雄議員の一般質問を許します。

１４番、糸井議員。

１ ４ 番（糸井滿雄） おはようございます。

それでは、通告に基づきまして、一般質問をさせていただきます。

私は３点のことについて質問をさせていただきます。一つは与謝野町の地震、あるいは津波対
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策について。それから、二つ目については、原電対策について。三つ目には学校における防災教

育について。この３点について、与謝野町の防災対策としてお尋ねをしたいと思いますので、ひ

とつよろしくお願いしたいと思います。

現在の与謝野町地域防災計画は、平成１９年３月に策定されました。地域防災計画策定後、現

在、５年が経過しており、社会情勢動向から計画全体の点検整備、及び見直しを早急に検討すべ

き時期にあると思います。また、防災計画では、修正については毎年、検討を加え、修正すると

しており、なおかつ緊急を要するものについては、その都度、修正をするとしています。与謝野

町においては、１９２７年、すなわち昭和２年に発生した丹波大震災から昨日でちょうど８５年

となりました。また、阪神淡路大震災からは１７年経過いたしました。さらに昨年３月１１日、

東日本大震災が発生し、あす、しあさってにはちょうど１年となります。この東日本の大震災は

大津波の発生や福島第一原子力発電所の事故など、日本がかつて経験したことがない大災害とな

り、多くのとうとい命が奪われました。改めて犠牲になられた方への哀悼の意を表するとともに、

被災された方々にお見舞いを申し上げる次第でございます。この上は一日も早い復旧、復興を心

からお祈りを申し上げたいと思います。

この東日本大震災から私たちは多くの教訓を得ることができましたし、防災対策の問題点も明

らかになりました。特に与謝野町においては、津波対策については、無計画であったのではない

かと思いますし、これに加えて原子力対策も迫られる事態になったと思います。したがって、こ

の二つの対策については、迅速かつ緊急に対応する必要があるのではないでしょうか。東日本大

震災以降、各地で地震が多発しております。災害は忘れたころにやってくると言われ、特に地震

災害はいつ発生するかわかりません。被害を最小限に抑えるには、ふだんの取り組みが重要であ

ります。事前に周到な計画を立てて実践に即した訓練を積み重ねる必要があると思います。その

上で万一の場合には臨機応変に動ける柔軟性を兼ね備える体制づくりが欠かせないのではないで

しょうか。

昨年９月には与謝野町防災会議も開催されたと聞き及んでおりますが、特に緊急性のある次の

事項について、質問をしたいと思います。

一つは地震・津波対策についてであります。日本海には大きな津波は来ないというふうに言わ

れておりますが、日本海側も津波と無縁ではありせん。福井県沖の若狭湾内断層で地震が発生し

た場合、津波予測も想定されており、過去には１９８３年、日本海中部地震、１９９３年、北海

道南西沖地震では舞鶴や丹後半島で津波による被害が発生しています。また、府中の標高約

４０メートルの波せき地蔵、これは１３００年前と言われておりますが、これは府中の真名井神

社にございますが、ここには津波が押し寄せたという伝承や、また、文献などから若狭湾に大津

波が押し寄せた記述が残っていることも明らかになっています。津波に限らず、与謝野町には山

田断層、あるいは隣には郷村断層など、震度７クラスの地震が想定される活断層が眠っています。

地震はいつ起こるかわかりません。過去の歴史に学び、対策を講じる必要があるのではないでし

ょうか。しかし、東日本大震災のとき、明らかになったのは、北部全体が津波に対する対策のお

くれであり、与謝野町も同じ対策のおくれが指摘され、特に津波注意報の扱いや避難所、避難経

路の選定など、危機管理体制のおくれ、見直しが指摘されたところでありました。したがいまし

て、次の点について、実態について質問をしたいと思います。
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まずは避難場所、避難経路についてでございますが、一つは防災会議において避難場所、避難

経路などの検討がされ、選定されているのかどうか、お尋ねをしておきたいと思います。

二つ目には、避難場所、避難経路など、町民に対する情報伝達、周知徹底を図る方策はどのよ

うに考えておられるのか、お尋ねをしたいと思います。

二つ目に災害対策本部機能の維持、確保及び予防対策についてであります。地震・津波が発生

した場合、行政機能が失われるということを前提に対策を講じる必要があります。また、近隣市

町や各種団体との相互支援が求められるのではないかというふうに思っております。したがいま

して、次の二つの点について、お尋ねをしたいと思います。

一つは、地震及び津波などにより災害対策本部機能が低下及び喪失のおそれがある。したがい

まして、機能維持、確保をどのようにお考えになっておるのか、お尋ねしたいと思います。

二つ目には、近隣市町及び各種団体との応援協定の締結など、相互協力体制が構築されている

のかどうか、お尋ねをしたいと思います。

さて、３点目に高齢者要援護者対策についてであります。東日本大震災で犠牲になられた方の

うち、６５歳以上の高齢者が全体の約５５％を占めていると言われています。高齢化が進む地域

では、特に災害弱者が津波に飲まれた実態が浮き彫りになったと思います。原因は逃げおくれに

よるものではないかと指摘されています。

そこで二つの点についてお尋ねをしたいと思います。一つは要援護者の把握はできているのか

どうか。これは２０年１２月議会で一度、質問をさせていただきましたが、再度、お尋ねをして

おきたいと思います。

二つ目は、高齢者要援護者への避難指示、避難方法などの対策はどのような計画がされている

のか、お尋ねをしたいと思います。

次に、原電対策についてでございます。福島第一原発事故を受け、若狭湾の原発群では津波対

策が見直されております。原発事業者は想定を上回る津波でも一定の規模までは安全を確保でき

るとの立場でございますが、伝承や古文書には大津波の記述があり、現在、絶対的な安全性の確

保は保障されておりません。原子力発電所は福井県高浜町、あるいは大飯町に立地しており、国

が設定している緊急防護措置区域、すなわちＵＰＺというふうに言われておりますが、これを

２０キロ圏から３０キロ圏に拡大しており、特に岩滝地域と高浜町は海を隔てて背中合わせであ

る。万一に備え準防災対策重点地域と位置づけ与謝野町独自の原発対策として住民避難計画を定

める必要があると考えますが、町長の所見をお伺いしたいと思います。

次に、学校における防災教育について、お尋ねをしたいと思います。東日本大震災による地

震・津波被害で亡くなった児童・生徒や教職員は６００人以上にのぼっております。この悲しみ

から浮き彫りになった課題を全国の学校で共有し、実践に結びつけなければならないということ

で、文部科学省の有識者会議は災害時に児童や生徒の安全を守るために防災教育や学校防災体制

を整備する提言がまとめられました。提言は安全を確保する根幹として、児童や生徒が自分で危

険を回避する能力の育成を図り、それを何としても身につけさせたいとのねらいであります。

事例を二つほど申し上げたいと思いますが、一つは今回の震災では、釜石東中の生徒が「率先

避難者たれ」の教えに従って自主的に避難し、隣接する小学校の児童が一緒についていくなどし

て、全員が助かりました。これは釜石教育委員会が震災前に津波防災教育の手引きをつくり、自
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分の命は自分で守ることのできる力をつけると、このことを目的に対処行動などの学習に力を注

いでいたからであります。一方、逆に児童の７割が亡くなった石巻市の大川小学校では、地震・

津波が起こったときの避難先として公園、空き地を定めておりましたが、どの公園、空き地なの

かを教職員に周知していなかった。地震のみならず危機管理マニュアルが形だけのものであった

実態が明らかになりました。学校における危機管理に大きく問題を投げかけたものと思います。

安全確保が必要なのは防災に限らない。危険を予測したり回避する能力は登下校時などの交通安

全や不審者に気づいて犯罪に巻き込まれないようにする上でも重要であります。防災だけでなく、

交通安全、生活安全を加えた、与謝野町に即した独自の学校防災教育を推進すべきと考えますが、

教育委員会としては、いかがお考えか、教育長の所信をお伺いしたいと思います。

以上、質問いたしますので、よろしくお願いをしたいと思います。

議 長（井田義之） 答弁を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 糸井議員、ご質問の与謝野町防災対策についてお答えいたします。

昨年の３月１１日に発生いたしました東日本大震災では、大きな揺れに加え大津波の発生、福

島第一原子力発電所の事故よる放射能汚染など、死者、行方不明者を合わせて１万９，０００人

を超えるという、これまで日本が経験したことのない未曾有な大災害であり、いまだに放射能の

影響により自宅に戻れない方々もたくさんいらっしゃる中で､一日も早い復旧、復興に向けて日

本国民が一丸となって、この国難に立ち向かっていかなければならないというふうに考えており

ます。

議員、ご質問の１点目、地震・津波対策についてお答えいたします。現在、国では今回の東日

本大震災の未曾有の大災害を教訓に地震・津波対策の抜本的強化や原子力災害対策などを中心の

防災対策の抜本的な見直しを進められているところでございます。町でも昨年９月２日に防災会

議を開催し、東日本大震災の災害状況を踏まえ、町の防災対策についてご協議をいただいたとこ

ろでございます。

防災会議では町の地域防災計画の見直しは、国の防災基本計画や都道府県の地域防災計画など

の上位計画と整合性を図る必要があることから、これらの上位計画と整合性を図りつつも、町独

自の防災対策も考慮しながら地域防災計画の見直しを進めることとし、緊急的に防災対策を講ず

る必要のある事項については暫定計画として防災対策を進めることをご確認いただいております。

津波災害の対策につきましては、防災会議でご協議をいただきました結果を踏まえて、緊急的

に防災対策を講ずる事項として進めているところでございます。具体的には津波避難地の指定を

進めるべく各区と協議を重ねながら津波避難場所の選定作業を進めているところでございます。

この作業の中で町が指定していますすべての避難地、避難所、また、主な公共施設等の海抜高の

調査を実施し、この調査結果資料や、あるいは各地域の実情に基づき津波避難場所や避難経路を

確立していきたいというふうに考えております。

３月１１日に実施いたします今回の町の防災訓練では、若狭湾沖を震源とした大地震により大

津波が発生したとの想定による防災訓練を計画しており、この訓練を通じて町民の方々が津波避

難場所や避難経路を確認していただくような形で実施していきたいというふうに考えております。

今回、実施いたします訓練だけでは、当然ながら計画に反映する十分な事項の把握は困難であ
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るというふうに考えておりまして、防災訓練を通じて、いろんな課題や問題点が浮かび上がって

くるというふうに考えており、防災訓練後には、それらの課題などを徹底的に分析、検証し、よ

り実効性のあるものに仕上げていく必要があるというふうに考えております。また、平成２３年

度と２４年度の２カ年の計画で、町内の避難所、避難地に設置します避難所表示看板には海抜高

を明示することとしております。

次に、災害対策本部機能の維持、確保及び予防対策についてでございますが、３月１１日に実

施します防災訓練では、先ほども述べましたが、大津波を想定した訓練を実施しますが、この場

合、本庁舎が使用できないことを想定し、加悦庁舎に本部機能を移転し、岩滝支部には岩滝小学

校に設置する訓練を実施することとしています。

今回の訓練を通じまして、情報伝達体制の構築、確認等、課題を洗い出す中で、災害対策本部

機能の維持、確保について検証していきたいというふうに考えています。

近隣市町及び各種団体との応援協定の締結など、総合協力体制の構築についてでございますが、

当町では、現在、府県境で隣接しております兵庫県豊岡市と災害時における相互応援協定を昨年

９月に締結し、協力体制をとっております。また、日本水道協会京都府支部に加盟します２２の

上水道事業体で応援給水、水道資機材の供出など、応援相互協定を締結しております。災害時に

おける応急対策物資の調達に関する協定を、町内でスーパーの店舗を保有します会社２社とショ

ッピングセンターを運営します協同組合、さらに薬店１店、京都農協、ＬＰガス協会と締結し、

災害が起きた場合の初動体制の中で地元での物資の調達ができるよう協力をお願いしております。

さらに災害時の医療救援活動に関する協定を与謝医師会と締結しておりますし、飲料の提供協

力に関する協定も飲料販売会社３社と締結しております。災害発生時に避難場所としての使用を

お願いするため、府立加悦谷高等学校との、その使用に関する協定も締結しております。

今後に向け必要なことも多々あろうかと思いますが、今後、府や近隣市町等とも連携を図りな

がら広域で行うべき協定は広域で、町で必要な協定は独自で締結できるよう研究を進めてまいり

たいというふうに考えております。

３点目、高齢者要援護者対策についてお答えいたします。要援護者の把握についてでございま

すが、平成２２年７月に実施しました災害時の避難行動等支援者登録申請書を送付した支援対象

者は１，２８７名でございました。内訳といたしましては、６５歳以上のひとり世帯が６６６名、

在宅の要介護認定３以上の方が１７９名、身体障害者手帳１、２級の方が３０５名、その他、要

介護３以上で身体障害者手帳を持っている重複対象の方などが１３７名となっていました。その

うち町に登録申請書を提出していただいた方は６６３名でございます。なお、昨年１０月に、こ

の申請のありました対象者の方々の名簿作成等をスムーズに行うため、災害時要援護者支援シス

テムを導入し、現在、このシステムに登録し整理を進めているところでございます。この登録者

も登録後１年以上が経過していることから、ことし３月末をめどに民生委員さんのご協力をいた

だきながら高齢者要援護者名簿を再整備し、消防署、警察、各区に対して情報を提供し、支援を

お願いしていくこととしております。さらに、この方々には緊急時の連絡先や支援者等の情報を

記入した緊急時情報キットを送付し、緊急時には役立たせていただきたいというふうに考えてい

ます。

次に、高齢者要援護者への避難指示、避難方法などの対策は、どのような計画がされているの
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かについて申し上げます。地域にお住まいの高齢者、要援護者については、先ほど述べました災

害時の避難行動要援護支援者を支援する方々を中心に地域の協力を得ながら安否確認や避難誘導

をお願いし、その地域で定められた避難所に一たん避難していただきます。また、聴覚障害者の

方は町からファクスにより避難指示の案内を送付することとしております。一時避難された方で

一時避難所での生活が困難な要援護者の方々につきましては、町と契約しております福祉避難所、

これは１５カ所ございますが、そこに移動していただくこととなります。

２点目の原電対策についてお答えいたします。京都府では昨年５月に原子力発電所防災対策暫

定計画を緊急に策定し、暫定的に防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲を２０キロメートル

と定め、モニタリングポストや被爆医療機関の増設を進められておりますが、昨年の秋に国の原

子力安全委員会において防護対策を重点的に充実すべき地域等の見直しの方針が示されたところ

でございます。今後、順次、防災基本計画や原子力災害対策特別措置法等、関係法令の改正が行

われることとなっています。大きな改正点としては、防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲

が、これまでの８から１０キロメールからおおむね３０キロメールの範囲に拡大することとなり

ます。これを受け、この地域の範囲の自治体では住民避難計画をはじめとする原子力災害対策を

定める必要があります。舞鶴市や宮津市では、他府県を含めた市町村への避難計画の策定を京都

府と調整しながら進められているというふうに聞き及んでいます。当町は福井県高浜原発から

３０キロメールの圏外に位置していますが、当然ながら風向きや事故の規模によっては影響があ

り、絶対に安全であるとは言えないことから、被災者の受け入れの計画とあわせて町民、観光客

等の町外への避難計画も策定する必要があるというふうに考えています。

当然ながら、他府県への避難も想定しなればならないことであり、京都府及び近隣市町と調整

を行い、原子力災害から住民の命と暮らしを守る計画策定を進めていきたいというふうに考えて

おります。以上で、糸井議員への私からの答弁とさせていただきます。

議 長（井田義之） 糸井議員の質問の途中ですが、ここで暫時休憩をいたします。

１０時５５分まで休憩いたします。

（休憩 午前１０時３９分）

（再開 午前１０時５５分）

議 長（井田義之） 休憩を閉じ、本会議を再開し、糸井滿雄議員の一般質問を続行します。

答弁を求めます。

垣中教育長。

教 育 長（垣中 均） それでは、糸井議員の学校における防災教育についてのご質問にお答えいたしま

す。

昨年３月１１日に発生いたしました東日本大震災は、被災地の学校や幼稚園において甚大な被

害をもたらし、子供たちや教職員６２５名のたっとい命が失われました。従前の学校安全で考え

てきました範囲をはるかに超える事態になったことは皆様もご承知のとおりであります。改めて

ご冥福をお祈り申し上げる次第です。

こうした事態を受けまして文部科学省は東日本大震災を受けた防災教育、防災喚起等に関する

有識者会議を設置し、今回の大震災を踏まえた学校における防災教育、防災管理等について課題

や今後の方向性について検討しており、９月に、その中間まとめが公表されました。先ほど､議
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員の紹介されたとおりでありますが、重ねて幾つか紹介しますと、自然災害では想定を超える災

害が起きる可能性が常にあり、状況に応じて臨機応変に判断をし、危険を回避する行動や対応を

とれることを可能にする主体的に行動する態度を身につける指導の重視。それからまた、災害発

生時に、みずからが危険を予測し、回避するために発達段階に応じて自然災害に関する知識を身

につけるとともに修得した知識に基づいて的確に判断し、迅速な行動がとれる態度の育成、この

２点につきましては、従来にはない、先ほど議員もご紹介のように、みずからの命はみずから守

るの観点、理念を取り入れ、強調されている点であります。また、災害時における安全を確保す

るための防災管理、組織活動の充実については、教職員等の効果的な研修の推進と教職員の資質

の向上、また、地震、津波にかかわる対応マニュアルの見直し、整備充実、また、自治体の防災

担当部局と学校防災の連携体制などが上げられておりますが、どれを見ても適切な指摘であると

思っております。

さて、本町の、また、本委員会が管轄します各学校や幼稚園の現状を見ますと、従来から地震、

火災、不審者対応などについての安全・防災計画や危機管理対応マニュアルがすべての園・学校

で作成され、それに基づく避難訓練等の実践的な指導がなされております。特に平成２１年４月

に施行された学校保健安全法により、学校安全計画の策定が義務づけられたこともあり、この

３年間でかなり整備・充実しているのではないかと思っております。しかし、現在、作成されて

いる安全・防災計画が、いつ発生するかわからない災害等の危険発生時に有効に機能するかとい

えば、有識者会議が指摘している内容と同じような課題があるのではないかとは思っております。

さて、昨年の３月１１日の東日本大震災の発生直後に、私ども教育委員会といたしましては緊

急の、組合立の橋立中学校も含めまして緊急の校園長会議を招集し、この学校の安全計画の見直

しを指示したところでございます。そして、先ほど議員のご紹介にありましたように、一番大き

な被害を出しました大川小学校の、その対応についてを注視していくようにということも指示さ

せていただきました。そのときには、まだ、釜石の奇跡という、その釜石市の小・中学生がとっ

た行動等が、まだ、紹介されていなかったわけですので、まず、悲劇を生じた学校の、その安全

計画等の、あるいは対応について検証していくように、注目するようにという指示を出したわけ

でございます。その後、本年度になりまして京都府教育委員会は平成２４年度の指導の重点の一

つとして防災教育の充実を挙げております。また、本年２月１３日には京都府教育委員会及び丹

後学校保健連絡協議会の主催によりまして、丹後地方学校安全研究協議会が開催され、東日本大

震災の教訓を踏まえた、学校における防災教育の現状と課題について研修会が行われたところで

あります。

今後、文部科学省有識者会議の提言や京都府教育委員会の指針に基づき現状の防災教育内容や

防災管理体制の見直しも含めて、さらに充実を図っていきたいと考えております。

議員、ご質問の中にありましたように当地方、本町はもとより学校の防災計画の中には津波に

対する備えはなかったのが事実であります。したがいまして、先ほど申しました校園長会議にお

きまして、各学校それぞれ、その津波に対しての避難場所というのを、あらかじめ選定しておく

ようにという指示も出させてもらいました。その後、先ほど町長の答弁の中にもありましたよう

に、町のほうが学校、あるいは避難施設の標高を調査していただきましたので、それを参考にし

て新たに見直しをしていきたいと、そのように考えておる次第でございます。以上、答弁とさせ
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ていただきます。

議 長（井田義之） 糸井議員。

１ ４ 番（糸井滿雄） それぞれ前向きに答弁をいただきまして、ありがとうございました。若干関連で

質問をさせていただきたいと思います。

まず、地震・津波の避難対策でございます。ちょうど、しあさって１１日ですか、与謝野町の

防災訓練が実施をされます。その内容を見てみますと、今、町長が言われましたように津波５メ

ートルの避難訓練も予定されているように思います。言われておるのは、いつも、地震が、小さ

いのが１００回起これば、それより大きな地震が１０回起きると、さらに大きな地震が、それよ

り大きな地震が１回起きると､今回の東日本地震は、まさに、そのとおりであったのかなという

ふうに思っております。したがって、そういった中で、想定外をなくせと、これが今、言われて

おることでございまして、防災力を高めるには、やっぱり関係者に浸透させる、そうしなければ

効果は薄いと、そういうふうに言われております。事前に周到な計画を立てて実践に即した、や

はり訓練を積み重ねる必要があると、その上で万一の場合に臨機応変に動ける柔軟性を兼ね備え

ることは大事だというふうに言われております。

まさに１１日に避難訓練があるわけですけれども、大変、私は、この避難訓練を注目をいたし

ております。そこで一つお尋ねしたいんですけれども、今回、その５メートルの津波ということ

になりますと、これは関係する地区は岩滝地区だというふうに思います。岩滝地区と石川地区と

山田地区、この地区が､私は関係するのではないかなというふうに思っております。５メートル

の津波といいますと、岩滝地区のほとんどが、私はさらわれる危険性があるんではないかなとい

うふうに思っております。

そこで、具体的に避難場所の指定がされておるのかどうか、例えば男山地区、東、浜、藪後、

立町、弓木、石田という、あるいは下山田、石川、特に堂谷地区、下山田地区、こういったとこ

ろ、高所避難への指定がされておるのかどうか、そこら辺、ひとつお尋ねをしておきたいと思い

ます。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） 具体的な中身につきまして、総務課長のほうから答えさせていただきます。

議 長（井田義之） 奥野総務課長。

総務課長（奥野 稔） 糸井議員のご質問にお答えしたいと思います。今、今度は３月１１日に避難訓練

を津波という想定でさせていただきます。そうした中で今、議員、ご指摘のとおり岩滝地域につ

きましては、５メートルを基準といたしました場合、５メートル以下の避難地というところもご

ざいます。今回は各区にお願いを申し上げました。想定は５メートルということでございます。

今度の避難地になるところにつきましては、５メートルをクリアしている避難地を、それぞれ設

定をさせていただきました。

先ほどもございましたけれども、訓練上５メートルとさせていただきます。想定の、気持ちの

中では５メートルで安全とは言えない大津波が今度の教訓としてございます。したがいまして、

今度は５メートルから、さらに高いところへ行くといった意識は持っていただくような、意識の

上では持っていただくというようなこともお伝えをいたしております。

例えば、藪後区でしたら天神山団地は５メートルをクリアしております。だけど、それ以上の
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ところに１回、そこへ避難して、それからまた、小学校へ避難するといったことで、そういった

想定でさせていただいております。いわゆる今回の避難地につきましては、一応５メートルをク

リアしているところを避難地と、今回の訓練のということで設定をさせていただきました。

議 長（井田義之） 糸井議員。

１ ４ 番（糸井滿雄） ５メートルで想定されて、それによって指定をしたと、各区に指定場所を、避難

場所を指定したというふうに理解をしておいたらいいんでしょうか。具体的な場所は、私、聞き

ませんけれども、そういう指定が各区に徹底されて、さらに町民の皆さんに、その辺が徹底され

ておるかどうか、そこら辺だけがちょっとお伺いしたいのと。

それから、問題が一つあるのは、浜町地区の野田地域なんですよ。これは橋があるのでね、こ

れ、どこに避難させるのか、私は宮津市なり日本冶金さんにお願いをせざるを得ないのかなとい

うふうに思っておりますけれども、そこら辺のことはどのようにお考えなのか、ちょっとお伺い

しておきたいと思います。

議 長（井田義之） 奥野総務課長。

総務課長（奥野 稔） 標高の海抜高の、まず点でございます。これにつきましては、各３地域、区長会

を行いまして、今度の訓練については、相談なり協議をさせていただきました。そうした中で、

各区長さんには全体の標高、海抜高の一覧表をお渡しをいたしております。これにつきましては、

今月の末の回覧で全町民の皆様に、この表を、海抜高の一覧表、今月の末にお配りをしたいとい

うふうに考えております。

そうした中で、先ほど野田地区の件がございました。野田地区につきましては、野田地区の住

民さんとお話をしておりましたら、今ありましたように橋を渡っていくのは、かえって危険でき

ないかということがございました。そうした中で、今回は日本冶金様にお願いしまして、冶金の

職員さんが避難する高台というのがございます。そこに避難をしていただくということで、今回

の訓練はさせていただきました。

今後、ここの課題は、今度は宮津市と協議をさせていただきまして、いわゆる須津の地域への

避難ということも今後、検討を重ねていかなければならないということを考えております。そう

した中で今回の訓練につきましては、５メートルを基準にさせていただきました。そして、日本

冶金さんのご協力も得て今回、実施したいというふうに考えております。

議 長（井田義之） 糸井議員。

１ ４ 番（糸井滿雄） 時間がありませんので、これはこのぐらいにさせておきますけども、一つ避難指

示と避難場所の町民への周知徹底は、ひとつよろしくお願いをしたいなというふうに思っており

ます。

それから、災害対策本部の機能が、私は、これは維持できない、機能が失われる可能性が非常

に高いんではないかなと、もし起こった場合は、災害が。思いますので、その辺については、津

波の場合は、先ほど町長は岩滝が使えないので加悦にという、あるいは岩滝小学校に置くという

ふうに言われておりましたけれども、それとは別に豊岡市と、何か協定をされておるようですけ

れども、複数の市町あたりに、例えば福知山だとか、綾部、そういったところも含めて、いわゆ

る機能が停止しても最低限の町の機能が保てる、そういった情報交換、こういったものをしてお

く必要があるんではないかなというふうに、データを送るというのか、そういう一時預けという
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ふうなことも、私は必要ではないなというふうに思っております。

それから、物資については、いろいろと今、各業者と協定がされておるというふうに聞いてお

りますので、さらにそこら辺もあわせてお願いをしておきたいなと。きょうの新聞でも、いわゆ

るオムツ、それから、生理用品が備蓄されていないと、全く備蓄されていないのが３０市町あり

ました。そういうことがないように、今後、ひとつお願いをしておきたいというふうに思います。

その複数の市町と、そういった契約というのか、協定をする必要があるのではないかなという

ふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

議 長（井田義之） 奥野総務課長。

総務課長（奥野 稔） 糸井議員、ご質問でございます。ちょっと全体の話をさせていただきます。今度

の地域防災計画の見直しは、いわゆる原子力と津波、それから複合災害と、その対応ということ

になっております。今、国の、これは防災基本計画というのがございます。今、これを見直しを

かかっています。それから、京都府におきましても地域防災計画の見直しにかかっております。

それから、もう１点は災害物資の関係につきましても、宮津与謝消防組合でもお話があったと思

います。広域で、宮津与謝でやっていこうという話もしております。それから、もう踏み込んで

いろんなことを話させていただきますけれども、ＵＰＺ３０キロということがございます。これ

につきましては、３０キロ圏外のところが大変微妙な立場に置かれています。国では、それをさ

らに５０キロの範囲で、何かの措置ができないかということを今、検討されています。これが結

果として、されるかどうかはわかりませんけれども、検討をしているということでございました。

それから、今、避難所、避難地の問題も大変な問題になっておりまして、いわゆる与謝野町は

３０キロ圏内の人たちを受け入れるということが生じてくる可能性もございます。そうした問題

点がございます。そういうこともございまして、これは本庁舎機能も含めましてですけれども、

いわゆる近隣の市町も含めまして、それから、京都府全体も含めまして、いわゆる、こういう庁

舎機能が麻痺した場合、どこへ行くかといったことは、また、京都府レベルでも、私はお話をさ

せていただきたいというふうに、また、相談をさせていただきたいと思います。いわゆる何がと

いうと、京都府全体の中で、こういった計画を進めていくといったことになっていくと思います。

したがいまして、今、国も大分ずれ込んで、予定が起きています。原子力に対する関係でも新法

をつくるとか、それから、原子力対策庁とか、そういった特定の庁をやるとか、すべてこれは法

定ということで、法律を通さなければならないということを聞いています。そうした中で、そう

いった全体の流れはあるわけですけれども、来年度につきましては、当町における問題点、そう

いったものを浮かび上がらせられて、それに対応するべきことを、対策を独自で、もう進めてい

かなければ国、府の対応とのずれが出てくるということがございますけれども、そういった作業

を進めていって、国と府の法律なり、地域防災計画との整合性を図っていくという考えでおりま

す。

それを進めるためには、やはり各区との調整、それから、先ほど出ました学校との調整、そう

いった作業が大変頻繁に行われなければならないと思っています。そうした中で、１年ででき切

れるということは、ちょっと起こらないことも生じてくるかと思いますけども、津波、それから、

原子力、それから複合災害に対する基本的な筋道は立てていって、策定をしていきたいというふ

うに考えております。
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議 長（井田義之） 糸井議員。

１ ４ 番（糸井滿雄） いろいろとした障害というのか、クリアしなければならない問題があるかと思い

ますけども、今やっぱりそういう他市町村との協定というのか、そういったことが各自治体では

進められつつあるというふうな現状でございます。ですから、万一のときに備えて非常時の、そ

ういった対応は、独自でやっぱりしておく必要もあるんではないかなと。上級機関の対応につい

ては、その都度、合わせてきて、合わせていけば、私は、いいんではないかなというふうに思っ

ておりますので、ひとつこの点についてもご検討をお願いしたいなというふうに思っております。

時間もありませんので、次の質問にさせていただきますけれども、原電対策につきましても、

きょうの新聞でも非常に京都府と関西電力との安全協定が難しいと、滋賀県も絡んで難しいとい

うふうに言われております。与謝野町は３０キロ圏内に入っておりません。３０キロ圏外ではご

ざいますけれども、海を隔てたすぐそこが高浜町でございます。浜風が吹いてきますと、たちま

ち３０キロ圏の中に入っていくような状況になりかねません。ですから、ここは、やはりこれも

京都府の指導、あるいは国の指針、こういったものがあるんではないかなというふうに思います

けれども、それはそのときの対応にすればいいんですが、やはり与謝野町としてもですね、やは

り一応の避難計画といいますか、原子力事故に対する構えとして対策を講ずべきことではないな

かと、やはり防災会議の中で、こういったこともひとつご検討いただいて、していただく必要が

あるんではないかなというふうに思いますけれども、再度お尋ねをしておきたいというふうに思

います。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） そうしたことも必要かというふうに思いますし、それらにつきましても、広域で、

どういった対応ができるのか、先ほど課長が申し上げましたように、国なり府の考え方に照らし

てという、そういう方向性も必要でしょうけれども、与謝野町としての考え方も、それも一考す

る必要があろうかと思いますし、また、防災会議等の中で、一つの課題として論議をしていただ

く、そういう場を設けたいというふうに思います。

議 長（井田義之） 糸井議員。

１ ４ 番（糸井滿雄） それと町長、一つ提案ですけども、こういった防災という観点から、災害がいつ

起こるかわからない、避難をしなければならないという事態もあると思うんですが、これはやは

り我々が、訓練することによって、自然に身につけられる、いざというときに身につけられる､

行動ができるというふうなことになると思うんです。これは訓練以外には、ほかにならないとい

うふうに思うんですが、今は年に１回なんですよね、訓練が。３月の、この時期に、９月１日が

防災の日になっているわけです。ですから、年２回ぐらいは防災訓練をされてはいかがかなとい

うふうに思うんですけども、そういうお考えはございませんでしょうか。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） 今のところ町で１回ということで、それに取り組みますのも非常に、いろんな調

整があって難しい状況でございます。確かに訓練は必要ですし、学校で、あるいはまた、防災の

日などは、今度は地域でやっていただく、そうしたもう少し身近なところが、いやそういうとこ

ろでは、もうたびたびされていますので、ある意味、そういう身につけるための機会として町も、

そうしたことが必要かと思いますけれども、まず、地域で、先ほども出ておりましたように、そ
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れぞれの区におきましても、状況によっては逃げる場所が違ったりということが出てまいります

ので、できれば各地区でお願いするような方向を考えてみたいというふうに思います。

議 長（井田義之） 糸井議員。

１ ４ 番（糸井滿雄） 区の協力なくしては、これは、もうできないというふうに思いますので、その辺

についてはまた、区のほうでもひとつ頑張ってもらうように、私のほうからも申し上げていきた

いなというふうに思います。

それから、一つこの高齢者や要援護者の対応なんですけれども、この新聞によりますと、この

人たちを助けるために多くの方が亡くなっておるわけです。消防団員は２５４名、あるいは消防

職員は２７名、民生委員が５６人というふうな、また、警官が３０人、この人たちは弱者救済の

ために向かって亡くなった人がほとんどだというふうに言われております。

したがって、いわゆる町民を守ると、そういうふうな安全確保と高齢者を救う仕組み、この辺

が両方の、いわゆる仕組みですね、助けるほうの人たちの安全を守る、あるいは高齢者を救うた

めの手だて、こういったものは、やっぱり平時から考えておく必要があるんではないかなという

ふうに思っております。したがいまして、今後、町としても、それは町ができるわけではないわ

けなんですので、町、あるいは民生委員、区、社会福祉協議会とか、そういう福祉団体との共同

の、やはり会議なんかを持って、そういった仕組みづくりを考える必要もあるんではないかなと

いうふうに、私は考えておるんですけれども、町として、そういったことのお考えはあるんでし

ょうか。そこら辺について考え方がありましたらお伺いをしておきたいと思います。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） 個々の、そうした打ち合わせといいますか、そういったことは今のところござい

ませんけれども、全体でという中では防災会議の中で、そうしたこともご提案させていただくこ

とが必要かなと思いますし、個々のことにつきましては、それぞれの担当課を通じて、それぞれ

のところの協力要請をしているというのが実態だと思います。

特に今回の災害では津波ということがありましたので、あれだけの大きい津波が来るとは、皆

さん、思っていなくて、本来なら即、高台へ逃げなければならないところを時間的な余裕といい

ますか、まさか、ここまで来るとは思ってなかった、そういうことが特に、そうした救出に当た

られている方たちの命が失われる結果が、大勢の方が失われる結果につながったんではないかと

思いますし、まずは、自分の命は自分で守るんだという、そういう意識も町民の皆さんに持って

いただいて、その中でお互いが、どう協力していけるかということも、これも、もう繰り返しの

訓練の中で不都合が出てきたり、問題点が出てきたりしますので、今回、初めての、そうした訓

練でございますので、そうした点もよく見きわめながら、それぞれの役割を確認し合う、そうい

う場としたいなというふうに思っております。

議 長（井田義之） 糸井議員。

１ ４ 番（糸井滿雄） ひとつ難しいと思いますけれども、今後の防災会議等の中で、ご検討もいただき

たいなというふうに思います。

それから、今度、学校教育の問題ですけども、特に東日本では津波ということがあったわけで

すけれども、当町の場合、津波に関しては、非常に心配されるのは橋立中学校だというふうに思

います。岩滝小学校は、これは安全ではないかなというふうに思います。もう一つ心配されるが
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山田小学校と石川小学校ぐらいかなと、津波で心配されるのはということでございますけれども、

やはりそれにしても、常日ごろの行動力を養うというのか、先ほど申し上げましたように自分の

身は自分で守るという行動力を学生、いわゆる児童のときから養っていくというふうな教育です

ね、そういった教育を進める必要があるんではないかなというふうに思っております。

この避難の、津波避難の三原則というのがあるわけですけども、一つは想定にとらわれないと、

想定外が起こるということですね。それと自分が置かれておる状況で最善を尽くすということ。

三つ目は率先して避難するということ。このことは非常に私は大事だというふうに思っておりま

すし、そういうふうに言われております。すなわち自分の身は自分で守るという、そういった行

動力を身につけさせるということが一番大事じゃないかというふうに思っております。

先ほど、私、申し上げましたように、そのことが、津波に限らず、いわゆる登下校の交通安全

だとか、あるいは不審者での犯罪に巻き込まれない、そういったことに結びついていくというふ

うに思っております。ですから、防災だけでなく、やっぱり交通安全だとか、そういったものに

寄与していくんではないかなというふうに思いますので、いわゆる教育委員会としての独自の教

材もつくっていただいたら、私はいいんではないかなというふうに思うんですけれども、そうい

った防災教育を、ぜひとも強力に推進していただきたいなというふうに思っておりますが、再度、

教育長のお考えをお尋ねをしておきたいというふうに思います。

議 長（井田義之） 垣中教育長。

教 育 長（垣中 均） お答えいたします。先ほどから出ていますように今回の有識者会議のまとめの中

に出てきます、みずからの命はみずから守るという、この理念、これは非常に私は大きな、学校

における、その安全教育の転換だと思っております。そしてまた、その観点で安全指導をしてい

くというのも、これは画期的だと、このように思っております。

議員が仰せのとおり、すべての分野にわたって、やはりこれは子供たちに徹底して教育してい

く必要があることだと、私は、そのように今回、受けとめております。従来、ともすると守って

いくと、大人が守っていく、そしてまた、守られているという、そんな状況があったと思います。

しかし、災害、危険に対しては、やはりみずからが自主的に、やっぱり判断し行動できるという

ことが、これはもう一番大切なことだと思っております。

教育全体を考えていきましたときには、その大人に、あるいは社会全体に守られているんだと、

包み込まれているんだということは、これは教育全体としては大切なことであり、京都府の今回

の教育基本計画の中には、その観点が強調されております。包み込まれているという、それが強

調されております。しかし、危険に対しては議員、仰せのとおりだと思いますので、それについ

ては今回の、みずからの命はみずから守るという、その理念と観点で指導していきたいと、その

ように思っております。以上です。

議 長（井田義之） 糸井議員。

１ ４ 番（糸井滿雄） いろいろとご答弁いただきまして、申し上げましたように、災害はいつ来るかわ

からないということでございますので、やっぱり平時からの、そうした取り組みが、私は必要で

はないかなというふうに思っております。それは無駄なことが生じるかもわかりませんけれども、

やはりそれは、一番いいのは、何事も災害が起こらないということが一番いいわけなんで、それ

を願うわけですけれども、やはり災害が起こったときの、万一のときの備えは、やはり念には念
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を入れて安全を期していただきたいなというふうに思っております。その辺についても町として

の取り組みも、今後とも防災会議等の中で十分ひとつご検討をいただきまして、町民の安心・安

全を守っていただきたいというふうに思いますし、学校教育におきましても、ひとつ十分な児童

へのご指導を、教育をお願いをしておきたいというふうに思いまして、これで質問を終わりたい

というふうに思います。ありがとうございました。

議 長（井田義之） これで糸井滿雄議員の一般質問を終わります。

次に、８番、浪江郁雄議員の一般質問を許します。

８番、浪江議員。

８ 番（浪江郁雄） それでは、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。

今回は災害協定について、３点にわたり町長にお伺いいたします。まず、初めの１点目でござ

いますが、当町における災害協定の現状についてでございますが、つい先ほど、糸井議員からも

同様の質問がございました。質問内容を少し省略させていただいて、短く質問したいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

東日本大震災後、遠隔地の市町村と災害時相互応援協定を結ぶ自治体がふえてきています。大

規模災害時には近隣の自治体も被災する可能性があることから、県外などの離れた自治体、さら

に、より多くの自治体と協定を締結し、住民の安全確保をするためです。このような観点から当

町における災害協定の現状について最初に伺っておきます。

続きまして、２点目の質問ですが、東日本大震災をきっかけに災害情報の発信機能の確保が重

要なテーマになってきています。役場が甚大な被害を受けた際、ホームページの交信用サーバー

も使用不能になる可能性もあり、そうした非常時に住民への情報発信手段が断たれることを防ぐ

有効な手段として今、注目されているのが災害時に、遠隔地の自治体にホームページを代理掲載

してもらう仕組みです。実際に、昨年の３月１１日の際、甚大な被害をこうむった岩手県、宮城

県、福島県の各市町村のホームページは災害発生直後からサーバー、通信機器、通信回線の損傷

やアクセスの急増などの影響で閲覧できない状態が続きました。そのような状況の中、被災地の

ひとつである宮城県大崎市では、平成１２年に姉妹都市の提携を結んだ北海道当別町との連携、

協力により震災当日から当別町のホームページに大崎市災害情報ページを開設してもらい、被害

の状況、避難所の情報、ライフラインに関する情報を途絶えることなく毎日配信し続けることが

できました。こうした事例に着目した愛知県蒲郡市では友好都市の沖縄県浦添市と平成２３年

８月１日、災害時の情報発信に関する応援協定書を締結いたしました。大規模災害発生後にアク

セスの集中や回線切断などの影響で片方の市のホームページが閲覧できなくなった場合を想定し

た応援協定です。現在、多くの自治体では周辺の市町村が同じシステムを共有したり、同じ施設

を共同で用いたり、相互に連携する対策を講じていますが、東日本大震災のように被災地域が広

域にわたると近隣自治体間ではお互いを助け合える状況ではなく、的確な情報発信が困難になり

かねません。大規模災害ではむしろ離れた自治体のほうが頼りになる可能性が高く、姉妹都市、

友好都市など、遠隔地でありながら定期的に人が行き来し、交流を深めている自治体と災害時の

協定を整えていくことが重要であることは今回の震災で得た教訓の一つでもあります。

当町におきましても、災害時のホームページ代理掲載について遠隔地の自治体と連携すべきと

考えますが、町長の見解をお伺いいたします。
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次に３点目の質問ですが、震災を期に既に自治体間で災害協定を結ぶなど、十分な対応ができ

ているという自治体であっても、災害時の協力体制を見直す機会ととらえ、震災前に締結してい

た協定の見直しや具体化する動きが活発化しています。新潟県見附市、村上市、妙高市の３市は

上越、中越、下越地区に位置し、平成７年の阪神淡路大震災後、同一災害で被害を受ける恐れの

少ない遠隔地の自治体として災害時の物資の供給や人員派遣などを行う災害時相互応援協定を締

結していました。しかし、３．１１に発生した東日本大震災と原発事故では、当時の協定では想

定していなかった役場機能が失われ、移転をする自治体が続出したことから新たに市役所の機能

確保のために施設設備の提供という項目を加え、従来の協定をバージョンアップし、平成２３年

８月３０日に締結いたしました。そこで庁舎機能移転協定について町長の見解を伺います。

以上で、１回目の質問を終わります。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） 浪江議員、ご質問の災害協定についての１点目、当町における災害協定の現状を

伺いますについて、お答えいたします。

先ほど糸井議員のご質問にもお答えいたしましたが、議員、ご指摘のとおり、こうした東日本

大震災発生以降、特に災害時の市町村間おける相互応援協定を結ぶ動きや新たな協定の締結先を

模索するような、そうした動きが活発化していることは認識いたしております。当町の災害協定

の現状でございますが、先ほど申し上げましたように平成７年の阪神淡路大震災を教訓に合併以

前の旧３町とも、それぞれ町内のスーパーや薬店、また、農協や郵便局、ＬＰガス協会等との災

害時の応援対策物資の調達に関する協定等を締結し、災害時の備えとしておりましたが、合併後、

旧町単位で締結しておりました、それぞれの協定について締結をお願いし現在に至っております。

内訳としましては、スーパーを経営する会社が２社、ショッピングセンターを運営する協同組

合１組合、薬店１店、京都農協、ＬＰガス協会と提携しております。また、災害時の医療救護活

動に関する協定を与謝医師会と締結しておりますし、飲料水の提供、協力に関する協定も飲料販

売会社３社と締結しております。さらに災害発生時に避難場所としての使用をお願いするため、

先ほども申し上げましたが府立加悦谷高等学校とも協定を締結しております。他の自治体との相

互応援協定でございますが、合併以前から旧野田川と旧加悦町が府県境、または町境として隣接

しておりました旧但東町との消防の相互応援協定を結んでいた縁もございまして、昨年９月に当

町と豊岡市との間で災害時の相互応援協定を締結させていただいております。また、先ほども述

べましたが、平成１９年４月に日本水道協会京都府支部に加盟する２２の上水道事業体で応援給

水、水道資機材の供出などの相互応援協定を締結しております。申し上げましたとおり、当町で

は応援対策物資の調達に関する協定を主に締結いたしておりますが、これは災害が発生しまして

からの初動、いわゆる災害救助法が適用されるまでの間の物資の調達が重要と考えておりまして、

災害の程度にもよろうかと思いますが、何とか初動体制の中で地元での調達ができるようご協力

をお願いしたいという思いからでございます。

また、現在、京都府を含めまして関係自治体で協議されております原子力防災でございますが、

国の基準では原子力発電所の災害が起こった際のＵＰＺ、緊急防護措置区域が３０キロメールの

範囲と定められておりまして、当町はＵＰＺ３０キロメールの範囲から、ほんの少し阿蘇海で外

れておりまして、圏外となっております。圏外となりますと万が一原子力発電所の災害が発生し
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た場合、圏外とはいえ、住民の皆様に避難していただく必要があるというふうに考えておりまし

て、その輸送となりますと、まず、バス等、交通手段の確保が重要となりますので、地元のバス

会社やマイクロバスを所有されているレンタカー会社等との災害時の協定を結ぶことも視野に入

れていく必要があろうかというふうに思います。今後におきましても府や近隣市町とも連携を図

りながら、広域ですべき協定は広域で、町で必要な協定は検討、また、研究を行い進めてまいり

たいというふうに思っております。

ご質問の２点目、災害時ホームページ代理掲載について見解を伺いますについてお答えいたし

ます。議員、ご指摘のとおり愛知県蒲郡市と沖縄県浦添市との間で災害時の情報通信に関する応

援協定書が締結され、双方いずれかの役所が被害を受けた際の情報通信手段として被害のない遠

隔地の市町村のホームページに代理掲載をしてもらい、災害情報を発信するという仕組みを構築

されたとのことですし、また、東日本大震災発生直後から、その被害を受けた宮城県大崎市が姉

妹都市である北海道当別町に代行発信を依頼し、宮城県のウエブサイトの大崎市の災害情報とい

うリンクから当別町のウエブサイトに入ることができ、そこで大崎市の災害情報を得るというこ

とで、大崎市の被災住民に情報を伝達するツールになったとのことも承知をいたしております。

町の災害情報というのは、迅速かつ正確な情報が求められます。自治体の公式サイトだからこ

そ得られる安心感も住民の皆様にあろうかと思いますが、それを他地域に移すということについ

ては、大きな決断と判断力が求められるというふうに考えております。このことは大変重要なこ

とと認識しておりますが、今後の地域防災計画の見直しを進めていく中で導入すべきかどうか、

また、導入するなら、どのような方策があるのかなど、まだまだ、研究が必要ではないかという

ふうに考えております。

ご質問の３点目、庁舎機能移転協定について見解を伺いますについてお答えいたします。東日

本大震災の被災地では、役所等、庁舎機能が失われ、移転を余儀なくされた自治体が多くござい

ました。この庁舎機能移転につきましては、特に大災害、また、原子力災害時において起こり得

る問題かと思いますが、１点目のご質問でも申し上げましたとおり、特に原子力災害の場合はＵ

ＰＺ、緊急防護措置区域が３０キロメールと定められた関係上、当町は圏外となっているものの、

安全であるという、そうした保障はなく、３０キロメールの範囲に入ります宮津市や伊根町、南

丹市、京丹波町などの対応とあわせ、府北部全体の問題としてとらえる必要があろうかというふ

うに考えております。したがいまして、このような問題については、広域連携して対応を議論し

ていきたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいというふうに存じます。

以上で、浪江議員への答弁とさせていただきます。

議 長（井田義之） 浪江議員。

８ 番（浪江郁雄） ただいま答弁をいただきました、その中で、まず、最初に１点目でございますが、

答弁を聞いておりますと合併以降、旧町で結んでいた協定を結び直して、さらに水道、それから、

豊岡市の２件、新たに締結されたというふうに、今、認識したわけですけども、この震災以降、

そうしますと震災以降、新たな、そういった提携をしたというのは、その豊岡市１件というふう

に理解したらよろしいでしょうか。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） ほとんどが旧町時代に提携しておりましたものを、与謝野町として締結し直した
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というものがほとんどでございまして、新たにというのは、この中には、豊岡市との提携は、こ

れ平成２３年９月１日ですし、前は消防における応援協定でしたけれども、今回は災害時の相互

応援に関する協定書ということで、防災というか、災害も含めた、他の災害も含めた、そういう

応援協定になっております。それぐらいだというふうに思います。

議 長（井田義之） 浪江議員。

８ 番（浪江郁雄） ただいま答弁ありました豊岡市との災害協定でございますが、これ豊岡市のホー

ムページには載っておりまして、その全文に大規模な災害時にお互いに協力し合うというのがう

たってありまして、先ほど申しましたように、こういった、豊岡市は隣接している地域でござい

まして、今回、私が質問いたしましたのは、遠隔地ですね、こういったところの提携を考えるべ

きではないかというふうに今回、申し上げております。そこで、こういった遠隔地との今後の提

携について、見解がありましたらお伺いしたいと思います。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） その件につきましては、総務課長のほうから答弁させます。

議 長（井田義之） 奥野総務課長。

総務課長（奥野 稔） 浪江議員のご質問でございます。１点だけちょっと補足をさせていただきたいと

思います。

災害時におけます、こういった応援なり、それから、物資協定につきましては、京都府がいろ

んな団体としているようです。まずは、町が京都府に要請をするということになります。いわゆ

る、そこから京都府の応援協定によりまして、その被災地に物資が届くという仕組みになってお

ります。そこで個別に応援協定なりさせていただくといったことは、この京都府が応援協定をし

ておる中身以外に地域で特別に、こういうことが必要であるといったところは個別にしてくださ

い。それから、もう１点は時間がちょっと要ると、初動の体制で、いわゆる町が京都府に要請し

ます。そしたら京都府が、そこから指示を出して与謝野町に物資をもっていってくださいといっ

たことで、少しの時間がかかるということもございます。したがいまして、町で賄えるのは個別

で、特に協定を結んでいただきたいということでございます。したがいまして、個別に町でやっ

ているとこと、それから、京都府が全体でいろんな団体業者とやっています。その二つが合わさ

って物資の応援をしていくということがございます。

それから、もう１点は、府内の市町村と中で、京都府を介しまして、消防の協定も、これも行

っております。いわゆる常備消防、それから非常備消防、そういった応援態勢も、既に協定でさ

れておるということでございます。したがいまして、今後は、それは確かに府内のことでござい

ます。今後の検討の中で府外についても、そういった応援協定が必要だというところの抽出と、

そういったものについて検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

議 長（井田義之） 浪江議員。

８ 番（浪江郁雄） ただいま総務課長のほうから答弁いただきました。こういった府内の自治体です

ね、応援協定に県内の、都道府県内の協定に参加しているのは存じておりますし、また、都道県

は都道県で全国の、そういった協定も組んでおります。そこで京都府の今、話がございました。

３月２日の、これは京都新聞でございますが、舞鶴市が旧軍港３市の災害協定というのが載って

おりまして、これもやはり神奈川県横須賀市、それから広島県、それから長崎県と、遠隔地と協
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定を結ばれております。そのほかには府内では宇治市が山口県の宇部市と、こういったものを結

んでおります。こういったように全国で、いろいろと今、遠隔地、離れたところと提携を結んで

おられます。そこでまず、こういったところ、例えば、先ほど申しました宇治市なんかは姉妹都

市ですか、こういったところと結んでおられます。当町におきまして、この姉妹都市とか友好都

市というのは、国内ではなかったように私は思っているわけですけれども、こういった姉妹都市、

友好都市との協定ですね、こういったことを考えた上で、この友好都市、姉妹都市等の認識につ

いて伺いしたいと思います。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） 与謝野町は今のところ友好都市や姉妹都市というものはございません。ですから、

そうしたことを、特に、そうした情報発信するというような場合には、やはり常の、そうした交

流というものが大変、あるからこそ、そうしたときに役立つことだというふうに思いますし、そ

うした点では今すぐにということはできませんが、そうしたことは大変重要なことであるという

認識は持っておりますので、それらも含めて近隣の市町と広域でものを考えていくとする必要が

あるのではないかなというふうに、今の時点ではそういうふうに考えております。

議 長（井田義之） 浪江議員。

８ 番（浪江郁雄） この友好都市、姉妹都市に関しましては何も災害協定に絡めて言っているわけで

はなくて、日ごろから教育文化やスポーツや、そういった交流を深める上でも、もう一つ検討を

していただきたいというふうに思います。

それから、２点目に移りますけども、ただいま１回目の答弁では決断力が必要でありますとか、

判断力が必要になってくると、非常に難しいという印象を受けました。もう少し前向きな答弁が

あるかなと思っておったわけですけれども、そうしましたら、今、この情報発信というのが非常

に重要視されておりまして。先ほど１回目でも言いましたように、大崎市の場合、ふだんのホー

ムページの閲覧が１カ月に１万３，０００程度だったのが、この震災、代理でしていただいてお

る間、８日間ですか、もう１０倍近い２万件、３万件というアクセスがあったという、電話等、

不通になりましてもインターネット等を使えれば携帯電話や、あとスマートホンでありますとか、

こういったあたりから情報が取れるという非常に有効なツールであるというふうに認識しており

まして、そうであるならば、いざ与謝野町が、こういった情報発信、災害等でできなかった場合、

どのような手段を考えておられるのかとあわせまして、そういった整備、サーバーでありますと

か通信機器の、こういった災害に対する対策なんかもあわせて伺いたいと思います。

議 長（井田義之） 奥野総務課長。

総務課長（奥野 稔） ただいま町長が答弁をいたしました、ちょっと誤解があるかと思いますけども、

そういった決断力と判断力が求められると町長が申し上げましたですけども、何も否定的な意味

で言うておるわけではございませんので、私が思いますのには、そういった他の自治体に公式の

ホームページ、公式サイトで情報をお伝えするという道は当然、求めていかなければならないと

いうふうに考えております。それから、もう１点は、私が思っておりますのは、それでは京都府

のサイトでも、いわゆる、そういったことが可能なのかどうかといったこともございます。した

がいまして、先ほど町長が申し上げましたのも、何も排除をしているわけではなくて、そういっ

たことも含めまして、検討は進めていきたいという考えでございます。
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議 長（井田義之） 浪江議員。

８ 番（浪江郁雄） わかりました。それともう１点、お聞きしたかったのは、現在の町の、そういう

通信機器でありますとか、サーバーとか、そういうのは耐震というか、災害対策をお伺いいたし

ます。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） 企画財政課長から答えさせていただきます。

議 長（井田義之） 浪江企画財政課長。

企画財政課長（浪江 学） お答えいたします。当町の情報機器につきましては、主には岩滝庁舎のほう

にサーバー等がございます。これにつきましての災害対策につきましては、まだまだ、内部議論

を進めておりません。ご指摘のように、このことにつきましても、非常に大事なことだろうとい

うふうに思っておりますので、今後、その辺も検討をしてまいりたいというふうに思っておりま

す。

議 長（井田義之） 浪江郁雄議員の一般質問の最中ですけれども、ここで昼食のため午後１時３０分

まで休憩いたします。

（休憩 午後１２時０１分）

（再開 午後 １時３０分）

議 長（井田義之） 休憩を閉じ、本会議を再開し、浪江郁雄議員の一般質問を続けます。

浪江議員。

８ 番（浪江郁雄） 失礼します。それでは午前中に引き続きまして、質問をしたいと思います。午前

中には、じゃあ今こういった協定がない中で、いざ災害が起きたときに情報発信をどうするのか

という形でお伺いいたしました。

それとあわせて今現在の町のホームページ等がありますが、そういったサーバーの機器等の災

害に対する対策などをお聞きいたしました。答弁では、こういった災害が十分ではない、今後の

課題であるというふうに答弁であったと思っております。このコンピュータとか、こういった機

械ですけども、阪神淡路大震災後のときに西宮市で、私も一般質問をさせていただきました被災

者支援システムの件のときに少し触れましたが、こういったコンピュータ室、耐震ラック等をす

るわけですけども、地震、電気等、停電等なりましたら、こういった冷却装置も非常に大事であ

るとか、こういったお話も聞いております。このあたり、今後の課題として検討していただきた

いというふうに思います。

それから、じゃあどうするのかというところで、今、府内の、こういった広域の連携等をして

おります。その中でというような答弁であったというふうに思っておりますが、そうした中でも

時間もかかるというようなお話もございました。１回目に申しました大崎市の件でございますが、

これもやはり自分のところのこういった機械が、コンピュータが故障をしまして、その場の現場

の判断で、もうこれは復旧するのではなく、すぐほかの安定稼働をしている当別町のほうにお願

いをして、こういった情報発信をするという、こういった適切な判断がなされて、絶え間なく情

報が発信できたというふうに思っております。こういった観点から、やはりこういった情報の発

信の協定は非常に重要になってくると、今後ますますふえてくるのではないかというふうに思っ

ております。
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この大崎市においても、今後においても、また、８団体との提携を予定しているというふうに

伺っております。以上の観点から、やはりこういった情報発信の協定を早期に結んでいただきた

いと思いますけども、このあたり再度、お伺いしまして、この問題はこれで終わりたいと思いま

す。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） 先ほどからも申し上げておりますように、こうした大震災、大津波等々の問題が

発生してまいりまして、今までには想定できなかった、いろんなそうした問題が浮き掘りにされ

てきております。そうした中で今、全くそうしたことを今まで認識していなかったことを、今、

まさにもう一度、認識しながら、町民の方たち、あるいは他の市町村、また、府とも連携する中

で今、そうした地域防災計画の見直しを進めている最中でございます。それらも、まだ、出てき

ていない中ですけれども、こうした問題点は大変重要なことであるという、そういう認識は十分

持っておりますし、それらについては、先ほども申し上げましたように、すればいいことなんで

すけれども、今それより先にしなきゃならないこともあるんではないかというような中で、導入

すべきかどうか、また、その導入するに当たっては、どういった方策があるのか、やはりもう少

し研究する必要があると思いますので、今、議員がおっしゃったことも含めた中で、今後、取り

組んでまいりたいというふうに思います。

議 長（井田義之） 浪江議員。

８ 番（浪江郁雄） 続きまして、３点目の質問でございます。庁舎機能移転協定という形で質問をさ

せていただきました。この協定、先ほど申しました以外にも昨年の７月８日に新潟県の三条市と、

それから三重県の菰野町と結ばれております。こういったことも踏まえまして、先ほど１回目の

答弁では、今もありましたけれども、防災計画やら、そういった中で見直しをしていくというよ

うな答弁がございましたけれども、やはり私は同時並行で、こういったことは進めていけるんで

はないかなというふうに思っております。ちょっと今、資料がわからないんですけれども、読ん

だところでは、そういった協定をまず結んで、それから今、見直しを行っている、そういった防

災計画なんかの中に内容を盛り込んでいくという、こういった手法をとられているというふうに

思っておりますので、これを同時並行で進めていただきたいというふうに思いますけれども、こ

の点、見解をお伺いしたいと思います。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） 同時並行でということでございますが、今回、その３０キロ圏外である我々の町

につきましても、どういった、安全性を確保するためには、どうしたらいいのかというふうなこ

とも含めまして、やはりもう少し検討する必要があるというふうに思いますし、同時並行も大事

かと思いますが、まずはどういう方向性でいくんだということをやっぱり定めるというか、そう

いうことがないとなかなかいろんなことを取り組むにいたしましても、非常に難しいというふう

に思いますので、これらも含めて先ほども申し上げましたように、もう少し広域連携での対応が

できるのかどうか、それらも含めて議論をしてまいりたいというふうに思います。

議 長（井田義之） 浪江議員。

８ 番（浪江郁雄） わかりました。震災からもうすぐ１年がたちますし、早いところでは半年までに、

さまざまな協定をもう結んでおられるところもございます。今からまた、そういった防災計画等、
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方向性等を見つけて、そこからまた、盛り込んでいく、検討していくとなると、かなり時間がか

かるのではないかなと思っておりまして、私は今回、質問をさせていただいたのは、これは非常

に有効な手段であろうと思っておりまして、できるだけ早急に、こういった協定を結んでいただ

きたいという思いで今回、質問をさせていただきました。

ぜひとも、今後とも強力に、こういった早期に実現できるような、こういった推進をしていた

だきたいというふうにお願いいたしまして、質問を終わりたいと思います。

議 長（井田義之） これで、浪江郁雄議員の一般質問を終わります。

次に、２番、和田裕之議員の一般質問を許します。

２番、和田議員。

２ 番（和田裕之） 失礼します。議長のお許しをいただきましたので、平成２４年度３月定例会の一

般質問を通告に基づき行わせていただきます。

私は介護保険制度第５期事業計画、これについて今回は１点のみ質問をさせていただきます。

昨日の塩見議員の一般質問と重複する点があるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

介護保険制度は当時、高齢化率１７．３％であった社会の高齢化に対応するため２０００年

４月に施行された社会保険制度であり、第１期としてスタートしました。介護給費の財源は公費

と保険料で賄われ、その比率は５０％ずつであり、公費の内訳は国２５％、府１２．５％、町

１２．５％となっており、保険料は６５歳以上の１号被保険者が２１％、４０歳から６４歳の

２号保険者が２９％となっています。各市町村が保険者として運営しており、それぞれの市町村

によって保険料もサービスも異なります。そもそも介護保険がスタートした２０００年は国庫負

担は５０％でありましたが、社会保障削減路線のもと２５％まで削減され、負担増やサービス切

り捨て、介護報酬削減などの改悪が繰り返された結果、高い保険料あって介護なしと言われ、負

担増やサービス切り捨て介護報酬削減などの矛盾が、さまざまな形で出てきています。介護費用

の１割という高過ぎる利用者負担のために支給限度額の６割しかサービスを受けられない事態が

深刻化しています。要介護認定で軽度と判定された人が訪問介護やデイサービスを制限され、福

祉用具のレンタルも受けられなくなるなど、介護取り上げの問題もあります。特養、老人ホーム

に入れない待機者が全国で４２万人を超え、政府の病床削減の方針によって療養病床を追い出さ

れた人が行き場を失うなど、介護難民がふえ続けています。たび重なる介護保険料報酬引き下げ

のため、介護現場の労働条件は劣悪で、深刻な人手不足や事業所の経営難など、サービス提供体

制の崩壊とも叫ばれております。これらの過酷な給付抑制にもかかわらず介護保険料は上がり続

け、高齢者の生活悪化は深刻です。また、後を絶たない高齢者虐待や介護心中、こうしたニュー

スの報道が、その深刻さを物語っております。このような中、昨年６月１５日、衆議院、参議院

合わせて１８時間というわずかな審議時間で介護保険法改正法が可決成立し、６月２２日に公布

されました。今回の改正の最大の特徴は地域ケアシステムの実現を全面に上げ、その第一歩とし

て足を踏み出した点にあり、介護医療改革制度全体の流れに深くかかわる内容を含んでいます。

この改正を受け、各市町村では、平成２４年度から平成２６年度までの３年間にわたり第５期

介護保険事業計画の策定作業が進めてられてきましたが、当町での第５期の策定について、次の

質問をさせていただきます。
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①法で位置づけられた「介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）」の導入は、自治体の

判断に任せられております。この「総合事業」は軽度者を切り捨て、要支援１、２の人を安上が

りサービスに置きかえていく制度であります。本町は必要な介護サービスを保障するという観点

に立ち、総合事業を導入せず、真に高齢者を支える方針を出すべきだと考えますが、町の考えを

お聞きしたいと思います。

②改正によって「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という新しいサービスが導入されまし

た。既存の訪問介護や訪問看護と併用できる計画にすることが必要だと思いますが、いかがでし

ょうか。

③介護職員による医療行為の「合法化」により、たん吸引等の医療行為が合法化されましたが、

事故の責任と安全性について伺います。

④財政安定化基金、介護保険事業基金を取り崩し、保険料引き下げに当てるべきではないか。

これにつきましては、昨日の質問でご答弁いただき、引き下げに当てていただいておりますので、

低所得者の独自の減額制度をつくるべきではないかと思いますが、その点を伺います。

⑤第５期事業計画に高齢者の実態、住民要求を反映させることはどのようにされるのか、伺い

たいと思います。以上で、私の１回目の質問を終わります。よろしくお願いします。

議 長（井田義之） 答弁を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 和田議員のご質問、介護保険制度第５期事業計画についてお答えいたします。

１点目の介護予防、日常生活支援総合事業についてですが、当町は第５期介護保険事業計画に

おいては導入しないこととしております。総合事業の基本的な考え方として、地域支援事業にお

いて多様なマンパワーや社会資源の活用等を図りながら要支援者、二次予防事業対象者、これは

要支援、要介護状態になる恐れのある方に対しまして介護予防や配食、見守り等の生活支援サー

ビスを市町村の判断により総合的に提供できる事業とされていますが、現状でも、そうした取り

組みは行っており、あえて総合事業に乗りかえる必要性やメリットを見出すことができないと判

断したからでございます。

２点目の定期巡回、随時対応型訪問介護看護についてですが、平成２４年度から地域密着型サ

ービス事業の一類型として新設されるサービス形態でございます。このサービスは２４時間対応

で一日複数回、定期的に利用者宅を訪問し、身体介護や看護、食事の介助や清掃等を行う定期巡

回サービスと、利用者や、その家族から通報を受けて対応する随時対応サービスからなり、なお、

利用対象者は要介護１以上の方です。議員、ご指摘のとおり既存の訪問介護、訪問看護とはサー

ビスの内容が重複することから併用できないことになりそうですが、例えば、通院の際の通院等

乗降介助については併用を認めてはどうかという細かい議論もなされております。いずれにしま

しても町で独自に判断できる内容ではございませんので、運営上、不都合な点が出てまいりまし

たら、国に対して意見を申し上げたいというふうに思います。

なお、与謝野町では現在のところ事業所の運営が成り立つほどの需要が見込めないこと、オペ

レーターに社会福祉士等の専門職を配置しなければならないことなど、事業化に向けて大変ハー

ドルが高いことから、指定を受けようという、そうした事業所は見当たりません。

３点目の介護職員によるたん吸引等についてでございますが、平成２３年６月２２日に公布さ
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れた介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部改正する法律に基づき、平成２４年

４月１日より、一定の研修を受けた介護職員等が一定の条件のもとに、たん吸引等を実施するこ

とができることになります。たんの吸引や経管栄養は医療行為に該当し、医師か看護職員しか実

施できないことになっていましたが、例外として本人の文書による同意と適切な医学的管理のも

とで介護福祉士やヘルパーによる実施を容認することになりました。これは地域における医療、

介護の連携に基づく地域包括ケアを実現し、看護師の負担軽減と患者家族へのサービス向上を推

進する観点から介護職員と看護職員の役割分担と連携を、より一層、進めるという方向性が打ち

出されたものと理解しております。特に地方においては看護職の確保が非常に困難な状況が続い

ており、中でも訪問看護師や特養等の施設看護師の確保は困難を極めています。そうした中で、

介護職員がたん吸引等の業務が行えることになったことは在宅生活を継続するほうにとっても、

施設入所者にとっても安心できる環境が整うことになったといえます。議員がご指摘される安全

性と自己責任ですが、たん吸引等を実施する介護福祉士等は都道府県が実施する基本研修や実地

研修を受講し、より安全に必要なケアが実施できるよう、その知識や技術を習得しなければなら

ないことになっています。

また、みずからの業務の一環としてたん吸引等の業務を行う者は事業所ごとに都道府県知事に

登録することが義務づけられています。その登録要件としては医師、看護職員等の医療機関者と

連携と確保、記録の整備等が条件になっております。安全性については医師や看護師も含めて、

命を預かる行為に対して責任を持って対処していただくということは基本であります。また、事

故が起きた場合の責任については法にのっとって、その行為に携わったすべての者に責任の所在

があると判断いたしております。

４点目に基金取り崩しによる介護保険料の引き下げと低所得者の減額制度についてですが、第

５期介護保険事業計画では国、京都府、市町村で積み立てている財政安定化基金を介護保険法の

改正により一定額を取り崩し保険料の急激な上昇の抑制に活用することができることになりまし

た。当町は、同基金から１，３７０万円の交付を受け、全額を保険料抑制に充てることにしてお

ります。昨日、申し上げたとおりでございます。また、当町の介護保険事業基金は平成２３年度

末で約５，５００万円となる見込みですが、その全額を保険料上昇抑制のために活用する予定と

しております。

抑制効果につきましては、財政安定化基金投入分で５６円、介護保険事業基金投入分で

２２３円の効果があり、第５期の保険料基準月額は本来ですと５，２５４円になりますが、基金

投入により４，９７５円に抑制する計画としております。

次に、低所得者の独自減額制度の創設という提案ですが、野村議員さんからも過去に、同様の

ご提案をいただいておりますが、災害等により財産を著しく喪失した場合や生計中心者の死亡や

入院のため収入が著しく減少した場合等に徴収猶予や制度減免は行いますが、低所得者に対する

町独自減免は行っていません。なお、全国的に見ましても独自減免を実施している保険者は全体

の３分の１です。本件については第５期計画期間中に国が制度減免のあり方について見直しをす

るという情報もありますので、その動向を見守りたいというふうに思います。サービス利用の増

加と比例して毎期、毎期、保険料が上昇し、負担増が増大しておりますが、介護保険事業の円滑

な運営のために、さらなる理解とご協力をお願いいたしたいと思います。
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最後に高齢者の実態、住民要求をどう反映させるかというご質問にお答えします。第５期介護

保険事業計画の初年度に当たる平成２４年度は、これまでからご要望の強かった特別養護老人ホ

ームが開設されることになりました。また、在宅福祉分野で介護者のレスパイトサービスとして

需要の高い短期入所生活介護施設も開設されます。これらにより在宅福祉分野も施設福祉分野も

一定のレベルに達することになるというふうに考えております。

次の課題として据えておりますのは、地域の小売店の減少や交通手段を持たない高齢者世帯の

増加に伴う買い物対策や移動支援対策が上げられます。地域における高齢者の居場所づくりや生

きがいづくり等とあわせて取り組みを強化したいというふうに思います。

なお、これらは行政や福祉事業者の主導によるものではなく、地域の課題を地域で解決する地

域グループ等の育成、支援により達成したいというふうに考えています。今後、ますます高齢化

は進みますが、住民、地域、福祉関係事業所、そして、行政が、それぞれ役割分担し自助、共助、

公助、商助による福祉のまちづくり、共生型地域づくりを推進していきたいというふうに考えて

おりますので、議員のご理解とご協力をお願い申し上げまして和田議員への答弁とさせていただ

きます。

議 長（井田義之） 和田議員。

２ 番（和田裕之） ありがとうございました。まず１点目の、いわゆる総合事業ですね、これにつき

ましては、本町、当町では導入しないということでお聞きをいたしました。この総合事業という

のは、介護保険の、この本体とは、また、別枠の地域支援事業、これの一環ということでお聞き

しておりまして、その費用は介護給付金の３％以内ということで、先ほど述べましたように、こ

れが導入されますと、低コストのサービスということになり、ヘルパーさんとか、そういう資格

者ではなく、ボランティア、そういうような方に置きかえられる、このような危惧が指摘されて

いるというふうにお聞きしておりますので、ぜひ、慎重にご検討をいただきたいなというふうに

思います。

次、２点目なんですが、定期巡回、随時対応型訪問介護、訪問看護ですね、この新しいシステ

ムなんですが、当町では、先ほどのご答弁では要望がないというふうにお聞きしたんですが、こ

れは、きのうのお話にもございましたとおり、このアンケートですね、アンケート結果の中にも、

そういうような要望というのはなかったということでよろしいでしょうか、お願いします。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） 具体的にアンケートの内容等について福祉課長のほうからご答弁させていただき

ます。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） このアンケート結果についてなんですが、これは全くニーズとしてゼロというこ

とではありません。しかし、先ほど町長が申し上げましたように、このサービスを巡回しようと

思ったら、常駐オペレーターがいて、そして、介護部分と、それから看護部分と、これを回して

いくというようなシステムをつくらなければなりません。そういったことで、この介護保険事業

第５期の計画を立てる段階では、このワーキンググループというところで案を練っていただき、

検討もしていただき、そして、介護保険の運営協議会のほうで決定していただくという、こうい

うプロセスをとっている中で、ワーキンググループの中では実際にサービスを提供している事業
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者さんも含めて１６名の方にワーキンググループに入っていただいているんですが、実際、その

事業所としてやっていけるか、そして、ニーズとして、どれぐらいのニーズがあるかというよう

なことも十分議論をしていただいて、その中で、やはりこの地域では、その事業が成り立つだけ

のニーズはないというようなことでございます。ニーズがないとのあわせて、やっぱりそれにか

かる費用対効果を考えてみますと、なかなかこの地域はできにくいということから、今回は、こ

の与謝野町については、このサービス部門についてはやらないということで、やる事業所が今の

ところはないということで、ご理解がいただきたいというように思います。

議 長（井田義之） 和田議員。

２ 番（和田裕之） はい、わかりました。全くないということではないということです。これ先ほど、

ご答弁にもありましたとおり、在宅の高齢者の方に短時間の巡回と、随時の対応を行うという、

こういうもので、従来の訪問介護の対応が１回３０分ですか、３０分以上なのに対して、このサ

ービスというのは一日５分から１５分程度、複数回にわたって行うというサービス、それでさら

に夜間は利用者からのコールであったりとか、電話、これに随時対応するというふうになってお

るんですが、これいわゆる２４時間、３６５日対応の巡回サービスということなんですが、待機

者、今、与謝野町の待機者、後でまた、お聞きしたいなと思っておるんですが、これを減らすと

いう意味でも確かに事業所も、先ほどお話あった事業所ができるところが、やっぱり大変な事業

ですので、ないということもあるんでしょうけれども、必要性としては、課長自身は、どのよう

にお考えでしょうか。待機者を減らすという意味での話なんですが、よろしくお願いします。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） この待機者といいますのは、特別養護老人ホームの待機者やないかなといように

理解しております。この特別養護老人ホームの待機者は現在１８０名程度おられるというように

理解をしておりまして、その方については、老健施設でありますとか、在宅サービス、他の福祉

施設を使っていただいたりして、待機をしていただいているものというように思っております。

この２４時間型の巡回サービスが充実すれば、特養の申込者が少し減るんじゃないかなという

ようなことなんですけども、なかなか、こういった分については一時的な部分のお手伝いという

ことで、このサービスだけでは十分特別養護老人ホームの待機者がすべて減るということはなか

なか難しい点があります。そういったことで、これを解決するために一つ、いろんなことを今ま

で検討してまいりましたけれども、やはり短期間でもいいから、少し預かってほしいな、特養に

入るまででもなしに、短時間、短期間でも入ってほしいなということから、今度、地域共生型施

設の中にはショートステイ、１０床のショートステイを設けております。そういったことでちょ

っと手伝ってほしいときに入っていただいたら、特別養護老人ホームの申し込みをしなくてもい

いということを今までから事業所も含めて、いろんな方からお聞きしておりますので、今回は、

そういったことでショートステイを中心に、そういった方には使っていただきたいというように

思っております。

確かに、私の思いとしては、いろんなサービスがたくさんあって、いろんなサービスをいつで

も使えるような状態でやっていけるのが、課長としては、もうそれが思いはそうなんですけども、

やはり事業所のほうとしては赤字になるのに、やる事業所というのは、もうなかなかございませ

ん。そういったことでやはり、その事業として成り立つぐらいの利用者がおらなければだめだと
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いうことでありますので、そのあたりは私の思いとしてはやっていただきたい。町がやれません

ので、やっていただきたいということはありますけれども、いかんせんニーズが、この地域とし

てはあまりないということと、やっていくには、それなりのスタッフなり経費が必要であるとい

うことを、このあたりは十分ご理解いただきたいと思います。

議 長（井田義之） 和田議員。

２ 番（和田裕之） この新サービスですね、時間が非常に１回の訪問時間も短くなるということで、

例えば、会話をする時間もなくなったりというような、そういう問題点も確かにあるというふう

に私も考えております。それ先ほどのお話の中でありました、今、おられる特養の待機者、

１８０名とお聞きいたしまして、この宮津で５期中に施設を二つほどつくられて、待機者はほぼ

ゼロになるような形でいかれるようなことをお聞きしたんですが、当町では、このゼロを目指し

て、どのような取り組みをされるのか、その点をお聞きしたいなと思います。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 今、申し上げましたように、今の待機者としては１８０人おいでまして、今度、

この地域共生型施設ができますと、６０床ということで、計画的にも今の第４期と第５期の特養

の入所者数を考えていきますと６０人ふえても対応できるぐらいな計画を立てております。それ

について今後、それを１８０人をゼロにするということが、どういう計画を立てておられるかと

いうことで、ご質問をいただいたんですが、これをゼロにするということは、私どもは思ってお

りません。といいますのは、やはり１８０名の方が申し込みをしておられますけれども、本当に

特養が必要な方であるとはいうようには思っておりません。先ほど申し上げましたように、ショ

ートステイで少しお手伝いをすれば、在宅で過ごせる方、それから、地域密着型施設というのが

近年、いろんなところでオープンをしておりますので、そういったところで生活をしていただい

たら特養に入所していただかなくてもいいというようなことがありますので、今回については独

居世帯がふえたり、それから、そのお家の中で支援する人がなくなったということから、特別養

護老人ホームの建設に踏み切りましたけれども、やはり基本は在宅でお過ごししていただくのが

大切だというように思っておりますので、今後の対応については、やはり在宅サービスを中心に

サービス事業所、地域密着型をもう少し広げていくとかいう対応をしてまいりたいというように

思います。

議 長（井田義之） 和田議員。

２ 番（和田裕之） きのうのお話、町長のご答弁でもありました在宅、これを中心にやっていかれる

というふうなことで、認識させていただきました。

次に、たん吸引等ですね、いわゆる医療行為に当たる部分ですね、これと、それとチューブで

すね、カテーテルですか、これを、それで胃に流動食を送る経管栄養ですね、これについてちょ

っとお伺いしたいなというふうに思うんですが、これは家族の方は認められておると思うんです。

それでお医者さん、そして、看護師さん、そのほかにどのような方が認められるということにな

るでしょうか。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 現在のたん吸引については家族の方、先ほど言っていただきましたように、お医

者さんとか看護師さんのみが実施可能でございました。先ほど町長が答弁しましたように、こと
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しの４月からは一定の介護福祉士及び一定の研修を終了した介護職員等が実施可能になるという

ようになっております。先ほども一定の条件かということで町長、答弁しましたけれども、これ

は本人の文書による同意とか、適切な医学的管理等でということがありますので、本人さんの同

意を得るということと、やはりしっかりとした研修を受けて、そして、たん吸引でありますとか、

経管栄養、それから鼻腔、鼻からの栄養管理とか、この胃のほうに直接栄養剤を入れるというよ

うな行為ができるということになります。

議 長（井田義之） 和田議員。

２ 番（和田裕之） これカテーテル、チューブですね、これの例えば、先ほどおっしゃったように流

動食の注入とか、それのことだと思うんです。これの抜き差しであったりとか、そのようなこと

は認められないと、こういうことでよろしいんでしょうか。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） この実際、管の抜き差しになりますと、これは恐らく介護職員ではできないとい

うように思っております。私どもの持っている資料では、そこのところまでは書いてありません

けれども、そこは本当に医療的なことが必要ですので、そこのチューブを通して栄養剤を送ると

かいう行為は可能ですけれども、その胃そのもののチューブを抜いたり入れたりすることは、こ

れは、この介護職員では不可能かなというように思っております。

議 長（井田義之） 和田議員。

２ 番（和田裕之） わかりました。チューブの接続とか抜き差し、これは認めらないということでわ

かりました。それで、私も、これは例えば、介護職員の方が一定の研修を受けられてできるとい

うことなんですが、これはヘルパーさんも含めてということだと思うんですが、例えば、現場の

ほうで、この行為を行うことについて、不安であったりだとか、そのような声とかいうのはお聞

きになられてないでしょうか。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 直接４月から、この行為が実際できることになりますけれども、そういった方と

お話しする機会はないわけなんですが、実際その介護職員ができるということで、法改正がされ

たということでありますので、このあたりは十分な研修を受けられても、恐らくされる方につい

ては不安を持たれるんじゃないかなというように思います。そういったことでは、やっぱり最初

の段階では医師が同行されたり、また、看護師さんと一緒にやる等々の研修期間というのが大変

重要かというように思いますので、このあたりについては施設のほうに、そういったことについ

ては町のほうからも不安を取り除いていただくように研修は、丁寧に研修してくださいよという

ようなことについてはお伝えをしてまいりたいというように思います。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） これは蛇足になるかもわかりませんけれども、私の祖母も、たんの吸引をしてお

りました。家族ができるということで、私もしたことがあるんですけれども、非常に不安である

ことは確かです。今回、こういうことになったのは、恐らく、そうした従事する人の手が足りな

い、あるいは、きちんと責任ということがかかってくるので、家族ならいいけれどということで、

本来でしたら本当に医療の、そういうことをするのであれば、家族であってもきちんと本当はや

り方をならった上でする必要があるんだろうと思いますけれども、その辺が何か責任が、だれが
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取るんだという、その責任だけが、こういう格好で押しつけられるという形になるのかなという、

私自身も、そういう何か矛盾を感じておりますが、しかし、患者さんにとりまして、きちんとし

た、そういう指導を受けた方にしてもらうということは、やはり安心につながるというふうに思

いますし、現場の職員の方も、そうした資格を持った上で自信を持って行為を行っていただくと

いうことが大事かなというふうに思います。

議 長（井田義之） 和田議員。

２ 番（和田裕之） 町長、おっしゃっていただきました、この責任ですね。実は、私も経験があると

いいますか、もともとこちらに帰ってきたのが、うちは父親と祖母だけだったんで、その関係も

あって、こっちのほうにＵターンしたんですが、２年前の４月、選挙中だったんですけど、それ

まで家内が特に、これに関してはやってくれておったんですけども、経鼻経管ですね、これとい

うのも大変、流動食ももちろん入れるわけですが、お茶とか水分ですね、夏場であったら、例え

ば塩分を一緒に入れたりだとか、これが結構詰まるんですね。詰まって通らなくなるとかいうこ

とで、そのときにお医者さんに抜き差しというか、交換してもらったりという、この作業も結構

なあれが要るんですけれども、これは確かに責任がかかる問題でありますので、家族でも確かに、

町長おっしゃるように、たん吸引もしてましたし、この経管栄養もやっておったんですけども、

確かに怖いなという感じはします。そして、たん吸引なんか出血したりとかいうこともあります

し、そんなことで、本当に多分、他人さんをするわけですから、確かに現場のほうでも、そうい

う不安というのは確かにあるのかなと思うんです。

そこで、これができることによって、特養ですね、メリットというのが、どういうメリットが

あるのか、その点についてお聞きしたいなと思います。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） これを介護職員さんが、こういったたんの吸引等をできることによってのメリッ

トというのは、先ほども説明させていただきましたように、この北部地域は、特に看護師職の、

来ていただく、雇用するということが大変困難になっております。そういった状態でありますの

で、なるべく看護師さん等が手薄になっても対応できるようにということで、これについては大

変なメリットがあります。しかし、先ほど来から聞いていただいておるときに、いろんな不安を

持たれるんじゃないかな、こういった看護師でもない人がたん吸引をやるさかい、４月からされ

るんかなという不安を持たれる方がありますので、ここでちょっと言っておきますと、４月にな

ったから、すべての方が介護職員がたんの吸引をしますということにはなりません。今は、この

地域でも看護師さんがしっかり、それぞれの施設でおいでますので、その方が中心になってたん

吸引をやります。そういったことがありますので、これについてはできるようになりましたよと

いうことではありますけれども、もうこの地域では恐らく、まだまだ施設としてはしっかりした

職員体制で運営を行っていただいておりますので、看護師さん等今までやっておられ方が責任を

持ってやっていただけるというように思っております。

議 長（井田義之） 和田議員。

２ 番（和田裕之） ぜひともよろしくお願いします。

次に、財政安定化基金、介護保険の事業基金ですね、これのほうを取り崩して、まだ、いただ

いて、資料でもいただいておるんですけども、本来の保険料であれば５，２５４円のところを上
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昇抑制分として財政安定化基金の交付金による繰り入れが５６円、それから、介護保険事業基金

からの繰り入れが２２３円、合わせて２７９円ですか、抑制できたということで、昨日ですね、

第４期の保険料が高いようなことをおっしゃっておりまして、今回、第５期ですね、これについ

ては、きのう、課長のほうからご答弁ありましたように、宮津市さんあたりは５，４３６円とい

うふうな形で、当町の場合は４，９７５円ということで、近隣市町村でも今回は低いような設定

にしていただいて、大変ありがたいなというふうに私は思っております。

それはいいんですが、それで独自の減免制度をつくるべきではないかというふうなご質問をさ

せていただいたんですけれども、そこに行くまでに段階別の区分がありますね。これの第３段階

ですね、これを０．７５、料率そろえて０．７５から０．７、こういうふうに落としていただい

たということも、これも大変ありがたいなというふうに思っておるんですけれども、一番多い所

得の賦課状況というのは、やっぱり第三段階が一番多いというふうに認識させてもらったらよろ

しいでしょうか。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） この今回、計画をしております所得段階の階層としての一番多いところは、どこ

かというようなご質問なんですが、実際に今のところで一番多いといいますのが第４段階、

１．０の方が全体の１８．６％ということになっております。一番多いのは第二段階、すなわち

基準額の半額の方についてが１８．７％で、ここの階層が一番多いです。その次が基準額

１．０の基準額ということです。先ほど、質問をうけました保険料軽減の関係については、今ま

で第三段階についてが０．７５、基準額の０．７５であったわけなんですが、そこについてほか

の町も今まで軽減をされておる町といっても、大体市が中心なんですが、そこを大体２割程度軽

減されておった。大体、基準額の０．７５の階層を２割程度軽減されておったということがあり

ますけれども、今回については、０．７５を０．７に下げますので、若干このあたりについては、

先ほど評価していただきましたように、その所得の少ない方を、さらに軽減するという段階もつ

くらせていただきましたので、全く独自軽減を今後、実施してはどうかというご質問なんですが、

今回の９段階から１１段階に改正させていただいた段階で、この分についても若干配慮をさせて

いただいているということで、ご理解がいただきたいと思います。

議 長（井田義之） 和田議員。

２ 番（和田裕之） わかりました。大変努力していただいたという、そういうふうに私は思っており

ます。

次なんですけれども、第５期の後期高齢者の実態、住民要求を反映させるのはどのようにとい

うことでご質問をさせていただいたわけですが、昨日、ご答弁にもありましたとおり、合併以来、

初めてアンケートを実施していただきまして、多くの方から全体で７，１２７名ですか、そして、

回収率が、６５歳以上の方が７，１２７名ですね、していただいたということでお聞きしました。

与謝野町では今どれぐらいの高齢化率になっているのか、その点、わかれば教えていただきたい

と思います。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 先ほどアンケート調査の関係につきましては、大体７，１００人ほど６５歳以上

の方がおいでますけれども、そのうち２，２００人をアンケート調査をさせていただきました。
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それの回収率が６０％ほどということで、きのう報告をさせていただいたとおりです。そういっ

た中でアンケート調査の若干の中身を申し上げますと、実際、今、包括支援センターという部署

があるんですが、そこの存在というのが、なかなか薄くて実際介護保険の要支援１、２のケアプ

ランを職員がほとんどつくっております。これは２００名程度の方のプランを立てているんです

けれども、これを５人で立てておりますので、一人が約４０件程度ということで、普通の介護プ

ランからいえば、限度額が３５人ということになっておりますので、これは、もうオーバーして

いるような状況でありますので、ここについては昨日も、町長が答弁しましたように、手厚く、

このアンケート調査等々から手厚くやっていきたいというようなことです。

すみません。高齢化率の関係については、今、大体２９．２％程度ということでご理解いただ

きたいと思います。

議 長（井田義之） 和田議員。

２ 番（和田裕之） すみません。ちょっと勘違いしておりました。アンケートは２，２００名してい

ただいて、１，２７０名がご回答いただいたということで５７．７％の回収ということですね。

数字がちょっと間違っておりました、申しわけないです。

それで、先ほどご答弁ありましたとおり、高齢化率が２９．２％ということで、今後ともだれ

もが安心して利用できるような介護保険にしていただきたいということをお願いいたしまして、

私の質問を終わらせていただきたいと思います。

ありがとうございました。

議 長（井田義之） ここで暫時休憩をいたします。

２時４０分まで休憩します。

（休憩 午後 ２時２６分）

（再開 午後 ２時４０分）

議 長（井田義之） 休憩を閉じ、一般質問を続けます。

休憩前に和田議員の質問の終わりを告げませんでしたので、ここで改めて、和田裕之議員の一

般質問を終わります。

次に４番、杉上忠義議員の一般質問を許します。

４番、杉上議員。

４ 番（杉上忠義） それでは、通告に従いまして、一般質問をいたします。

１点目は自治（まちづくり）基本条例の制定をについてでございます。町民が自治の主体とな

りまして、町民自治の町を実現するには自治（まちづくり）基本条例と議会基本条例の二つの条

例がそろうことが重要であります。今議会におきまして、与謝野町議会基本条例が制定される方

向になっていることから、２０１０年１２月議会にも質問をしておりますが、再度、質問をいた

します。そのときの町長の答弁には自治体の最高規範であり、この基本条例にはすべてのまちづ

くりのルールづくりが集約されているものである。他団体の事例の調査研究を進め、住民説明会

なども行い、結論を出すべきだという答弁をいただいております。

こうした点も踏まえまして、議会基本条例の制定に向けて調査研究をし、取り組んでまいりま

した。自治（まちづくり）基本条例の議会の責務に関する条項の規定に基づき議会活動の状況等

について報告するとともに、意見や要望などを広聴するなど、町民との対話の機会を図るために
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議会が主体となりまして、住民自治組織との連携により実施する議会報告会が大変重要だとする

ことを他市町村から学んだことであります。

また、人々の支え合いと活気ある社会をつくることに向けまして町民が公共サービスの担い手

なる新しい公共という概念が生きるような地域社会をつくっていく観点から自治（まちづくり）

基本条例制定が必要だと考えているところでございます。新しい公共の推進とは新たな公の担い

手の支援のみを意味するのではなく、国や地方公共団体はもちろん、これまでから地域の公共を

担ってきた各種団体や個人、さらには企業まで含めて、さまざまな公共の担い手が協力連携をす

る新たな公共連携のあり方を構築する取り組みを強化することが求められているところでござい

ます。このことからも新しい公共宣言を含めて、自治（まちづくり）基本条例が必要だと考えて

おりますが、町長の見解をお尋ねいたします。

２点目でございます。少子高齢化社会での学校教育、大阪府の教育基本条例が連日、報道され

ているところでございますが、与謝野町の教育委員会の独立性の確保と教育委員一人一人の多様

な教育観や歴史観、世界観を持ち続けられることが重要であると考えているところでございます。

情報化、効率化、大型化は確かに時代の趨勢でありますが、最近、少し変化してきたのではない

でしょうか。高度成長期は戻ってこないかもしれませんが、その時代を反映した、きょうよりあ

す、あすを信じられる社会をつくるための教育が今、求められていると考えているのですが、教

育長の見解をお尋ねいたします。

こうした状況の中で与謝野町小学校の卒業生は２６１人であります。新入生が１８６人と、約

３割減となります。しかし、こうした局面で大変重要なのは効率を度外視することを考えること。

また、地域の文化まで壊してしまった市場原理を学校教育に持ち込んではならないと思います。

例えば、神戸市では１１年度から中学校区ごとに地域住民らによる「神戸っ子応援団」を設け、

市内の小・中学校の教育活動を援助する活動が始まりました。地域住民が登録する学校支援ボラ

ンティアが調理実習や読み聞かせ、登下校時の見守り、花壇や図書室の整備、部活動の指導など

を行うと紹介されております。このことは昭和３０年代、４０年代での加悦中学校では特別なこ

とではなく、日常的に見られたことであります。このように、まず、真に地域に開かれた学校に

なり、地域社会の中に学校を取り戻すことから学校の編成、形を考えていかないと、地域が主体

となった教育改革の実現はないと思うのですが、教育長の見解をお尋ねいたします。

以上、２点につきまして、よろしく答弁いただきますようお願いいたします。

議 長（井田義之） 答弁求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 杉上議員、ご質問の一番目、自治基本条例の制定をについてお答えいたします。

昨年９月の一般質問で山添議員のご質問にお答えしておりますとおり、自治基本条例、あるい

はまちづくり条例の制定につきましては、少し時間をかけて十分検討する必要があるのではない

かというふうに考えています。

自治基本条例制定の背景には、地方分権一括法の施行により地方分権の進展が進み、自己決定、

自己責任のもとで自立した自治体運営の根拠となる考え方や、あるいはルールを示すもの、つま

り自治体の憲法となるものが必要であるというふうに考えられるようになったからだと認識して

おります。全国自治基本条例を調べてみますと、自治の基本原則、町民の権利、町民や町議会、
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町長、町職員等の役割や責務、行政運営の基本原則、参加や協働のための原則等を定めた自治体

の最高規範とされ、これを国に置きかえますと、憲法ということになり、自治体にとっての憲法

を制定しようとするものであり、大体、同じような大系と内容になっており、ともすれば時代の

流れをくんだ一つのはやりのように画一的に行われる側面も感じられます。

したがいまして、本来は、そうではなく、制定するのであれば各自治体が、それぞれ独自性の

ある内容で、その町の理念を網羅した自治体の憲法と言われるような条例制定を目指すことに意

義があるのではないかというふうに考えております。

議員がおっしゃいます、新しい公共という概念が生きるような地域社会をつくっていく観点か

ら自治基本条例が必要ではないかという考え方もありますが、現時点では、総合計画の理念に沿

って町民の皆さんと一緒になって進んでいくことが、より実効性があるというふうに感じていま

す。したがいまして、私の考えるところでは、自治基本条例というよりも、例えば今度、制定い

たします中小企業振興基本条例のように、総合計画をもとに、より的を絞った具体的な個別条例

を制定する考え方のもとで、住民参加を促進する条例などの制定を進めていくやり方のほうが、

より実効性があるのではないかというふうに考えています。

いずれにいたしましても、自治の理念や原則、町民の権利などの基本的なことを制定する自治

基本条例は、その趣旨なり仕組みなりをきっちりと理解した上で、多くの町民の皆さんとともに

推進していこうという、そういう機運の盛り上がりがなければならないのではないかというふう

に考えています。

以上で、杉上議員への、私からの答弁とさせていただきます。

議 長（井田義之） 垣中教育長。

教 育 長（垣中 均） 杉上議員さんの少子高齢化社会での学校教育につきまして、私へのご質問に答弁

させていただきます。議員の質問の趣旨を私、取り違えておりましたら、再質問のほうで補って

いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

まず、お尋ねの教育委員会の独立性の確保については、戦後、教育委員会ができました趣旨に

つきましては、戦前の日本の教育の反省の上から政治的中立性ということを大きな柱にしながら

できた教育委員会であると言っても過言ではないと思っております。したがいまして、その独立

性を確保していく上で議員、ご指摘のように教育委員一人一人、教育観や歴史観、世界観が重要

だというのは、まさにそのとおりでございまして、幸いにしまして、本町の教育委員さん、それ

ぞれ非常に立派な方々が務めていただいておりまして、それぞれ多様な考え等を委員会のほうで

論議させていただいております。そのために全国的にと申しましたらあれなんですけれども、い

わゆる教育委員会の形骸化ということが指摘されるようになりまして、この教育委員の、いわゆ

る任命につきましても、これはご存じのとおり首長さんが議会の同意を得て選任するわけですけ

れど、その選任に際して、公募者を必ず入れるというような、そういうような改革も行われてい

き、教育委員会の活性化を図ってきた経過もございます。そのようにして、教育委員会の活性化

とともに、その独立性の確保ということは非常に大切なことで、今日、議員ご指摘のように、大

阪府の基本条例が皮切りになりまして、いろいろ論議されているところでございます。それにつ

いての論評につきましては、この公的な場でございますので、控えさせていただきます。

次にご質問がございました、きょうよりあすを信じられる社会をつくるための教育が今、求め
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られているということについて、私の見解をお尋ねでございます。教育というものは常に、きょ

うよりあすを信じるからこそ成り立つものだと、そのように私は思っております。これは子供た

ちよりも大人たちの責任であると、私自身は、そう思っておりますし、何よりも我々が子供を教

育していく、その使命は、やはり将来の担い手である子供たちを、その次の時代に十分に生きて

いける力、そして、社会の形成者として立派に使命を果たせる、そうした人材を育成することに

あると思っております。そのためにはやはり、きょうよりあすを信じられる社会、それが何より

大切だと、そのように思っております。

次に、少子化する中で本町におきましては、学校の適正規模、適正配置という、そういう形で

課題をいただいているわけでございます。それにかかわることだと思いますけれど、確かに言葉

が過ぎたらお許しください。町における総合計画、そしてまた、行財政改革大綱については、や

はり財政のことが一応、発想の基盤になってきているということは、これは否めない事実ですし、

そしてまた、それを無視することも当然できません。しかし、その側面だけでいきますと、議員

がご指摘のように、それは効率の話になると思っております。しかし、もう一方でソフトの面で

の効率ということもございます。やはり子供たちが少なくなっていく、その中で、先ほどの人材

育成をしていくために、どのような子供たちの学習環境が必要かということを考えたときには、

やはりそこには適正規模というものが出てこようかと、そのように思うわけでございます。その

適正規模が果たして、じゃあどれぐらいのものかということは、これまた論議があろうかと思い

ます。しかしながら、私のほうといたしましては、総合計画、そして、行財政改革大綱、それの

延長線上で、その教育、保育、環境検討委員会を町長のほうが立ち上げられまして、そこから提

言を受けました。そこで委員の方々が論議していただきまして出した適正規模というものは妥当

であろうかと、私自身はそのように思っております。したがいまして、本町における少子高齢化

の中での学校教育につきましては、効率化という側面をソフトで説明するならば、その適正規模

を追求していくということになろうかと思いますし、教育委員会のほうは、その線で基本計画を

検討してまいりました。

それと、それから地域の社会に学校を取り戻してからということでございますけれど、私は本

町において、そしてまた、多くの地方において、学校はまだまだ、地域の中にあると思っており

ます。非常に１４０年なんなんとする小学校は地域に根指した歴史を持っております。それだけ

にいろいろな意味で地域に根差しております。特に本町におきましては、いろいろ国が施策を打

ってきますけれども、それらはすべて兼ね備えていると思っております。

先ほど神戸市の話を出されましたけれど、これは国の施策でいいますと地域学校支援本部とい

う事業でございます。これは地域の方々がボランティアで学校を支援していく、そうした事業で

ございます。特にうちは、これを取り立てて事業として取り決めはしませんでした。１年前で、

もう補助は２年間事業で終わりましたので、うちは、本町につきましては、この事業を取り組ん

できませんでした。それはなぜかというと、既に、そうした地域の支援が十分にあるということ

です。いたずらにたくさんのいろいろな組織をつくって、皆様方に負担をかけるということはい

かがなものかと、そのように考えておりまして、教育委員会としては取り組みませんでしたけれ

ど、そのように地域に支えられた学校教育を現在、本町では展開しているところでございます。

その意味では、やはり学校は、今、叫ばれていますのは、残念ながら学校、家庭、地域が一体と
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なって子供の教育に当たっていくということが言われております。じゃあ私どもの町で、それが

なされていないのかといったら、そんなことはございません。やはりこうした田舎のほうでござ

いますので、１４０年なんなんとする学校、小学校教育、地域の中の学校として、その精神は常

に受け継がれ、学校に支援をしていただいているところでございます。このようなことを言わな

ければならない、その日本の多くの地域があるということは、これは事実だろうと、そのように

思っております。いずれにしましても、学校は地域の中にあるわけです。家庭も地域の中にある

わけです。その中で未来を担う子供たちを教育していくのが、これが本来の姿と、そのように思

っております。

けさほど糸井議員の質問の中でちょっと触れましたけれど、京都府の今後１０年を見すえた教

育基本計画が策定され、いよいよ実施の年度に入ってきます。その中で子供たちにつける力、あ

るいは資質等の中で包み込まれているということを大切にするということをうたわれております。

それは、やはり自分が社会の、あるいは地域の身の回りの人たちに、いろいろ世話になり、そし

て、育っていっているんだという、その気持ちを、心を育てるということが一つの大きな柱にな

っております。したがいまして、その言葉を使いますならば、やはり学校教育というのは地域が

子供たちを包み込んでいく、そして、その中で未来に生きていく子供たちを教育していくのが本

来の姿と、そのように思っております。以上、答弁とさせていただきます。的外れでございまし

たら、再質問でお願いします。

議 長（井田義之） 杉上議員。

４ 番（杉上忠義） 熱くなりましたけど、ありがとうございました。ご答弁いただきました。町長の

ほうから答弁いただきまして地方主権、地域主権は進展するのは、よくわかる。その中におきま

して、議会におきましても地方議会の役割が高まってくると、あるいは審議する、あるいは議論

する量が議会におきましても多くなります。こうした点から、私たちも議会基本条例をつくりま

して、議会改革に取り組んできたところでございます。こうした観点から、繰り返しになります

けれども、まちづくりにおきましても、ぜひとも基本条例を制定していただきまして、新しい方

向性、中小企業振興条例、あるいは、まちづくり総合計画はありますけれども、その上といいま

すか、それを超えた将来ビジョンを設計する意味も、やはりこのまちづくり基本条例が要るんで

はないかなというふうに思うところでございます。

町長の答弁にありましたけれども、町民に聞く機会といたしましては、庁舎問題で去年は議論

がありましたけれども、ぜひとも、ことしの地域懇談会におきまして、こうした方向性を議論し

ていただけばというふうに思いますけれども、もう一度、町長の見解をお尋ねいたします。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） 杉上議員がおっしゃるように議会は議会として自分たちの果たすべき役割、ある

いは、また、そうした中での非常に大きな一定の基本的理念を掲げられて、そうした条例をつく

っておられることに対しては、非常に大事なことでありますし、そうしたご努力に対して本当に

敬意を表するところでございます。ただ、私が申し上げたかったのは、大勢の町民の方の力をお

借りして、新しい町ができたときに、一定のまちづくり計画、新町まちづくり計画をもとに第

１次の総合計画が策定されたわけです。これには大勢の町民の方、あるいは議会でのご議論もあ

りましたし、そうした中でつくられた総合計画です。これは確かに１０年という区切りの中での
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あれで、それにもまさる基本的な理念を掲げた、そうした計画という、条例というものは議会の

条例とあわせて、まちづくり基本条例というのが必要だろうというふうに思いますけれども、今、

この総合計画の後期を迎える、こういう中で、その総合計画の中に、もう既にまちづくりに対す

る理念だとか、それから、それぞれの果たすべき役割、特に与謝野町の場合は自助、共助、商助、

公助という協働の考え方が、もう理念として挙げてありますので、そうしたものを今、途中でつ

くっておくということよりも、それに基づいていろんな条例ができてきておりますので、個別に、

そうした条例の中で明らかにしていくという、そうした方向性で今、進んでいる中で、あえて急

いでつくる必要があるかというふうには、私自身は思っております。

ですから、議会がつくられました、基本条例をつくられるときに、一緒に町全体のまちづくり

基本条例というのができればよかったのかもわかりませんが、今もう既に、何回も申し上げまし

たように総合計画を一つの町の憲法として位置づけて今、進んでいる中で、今、すぐにというこ

とではなしに、一定の、そうした方向性を今後、ともに考えていく。どうしても必要だというこ

とになれば、それに向かってつくっていくということが必要じゃないかなというふうに思ってお

ります。

ですから、大勢の町民の方からも、いやいやそれは絶対必要だというふうなことであるならば

ですけれども、今の中で総合計画を見直して後期をつくっていこうという中で、そうしたことも

考えていく一つの土台になるかなというふうに思っております。ちょっとお答えになったかどう

か、わかりませんが、いずれにいたしましても京都府がつられましたときにも、私かかわらせて

いただきました。やはりそれには、国には憲法があるけれども、府、県、あるいは地方自治体に

は、そうした憲法がないというような中で、府は府の理念として、そうしたものを掲げたい。な

おかつ、それは府民の方にもわかりやすいものであってほしいという、そういう思いの中でつく

らせていただきました。それも考えますと、そうした理念を掲げるということも大事ですけれど

も、具体的な総合計画の中で、その考えを実現していく方針をつくっていくということは、もう

進んでいる中で、それらを重要視していきたいというふうに思っております。

議 長（井田義之） 杉上議員。

４ 番（杉上忠義） 今、町長の答弁にありましたように、お互い、行政と議会が同時進行で条例づく

りができればという答弁でございました。今度こそ新しい公共のあり方も含めまして、多くの町

民の人が参画できる総合計画をつくるときに、今やるということなんで、ぜひとも参画していき

たいなというふうに思います。

今、教育長の答弁にございました中で、私、気になったのは行財政改革と総合計画中で、どう

いう方向性が、学校のあり方が示されるかわからないけれども、私、重要なのは、その中で効率

とか大型化を求められたならば、もし求めたならば、あえて対立をしてでも教育委員会独自の方

向性を出してほしいなという思いで質問をいたしました。この点につきまして、再度、答弁をお

願いしたいと思います。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） ちょっと誤解があるんではないかなというふうに思いますのは、与謝野町は幸い

なことに合併ということのステップを踏ませていただきました。その中で新しい公共、要するに

地方分権一括法だとか、それら分権一括法の施行によってしている、そういう真っただ中の中で、
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この計画づくりが進められました。ですから、そういう意味では新しい公共という、既にそうし

た理念のもとに多くの町民の人の参画も得る中で総合計画がつくられてきた、これはたった

１０年の計画ですけれども、ある意味、スタート地点、新しく世の中が変わっていく、まさしく、

その最初のステップのところで、この総合計画がつくられましたし、その手法も大勢の住民の方

も参画いただく中でつくり上げてきた計画でございます。ですから、これは１０年のスパンとい

うことで、まだ、今後、後期があるわけですので、この１０年間は、この総合計画を一つの、理

念条例ではありませんけれども、これを一つの、我々のまちづくりの最上位の憲法といいますか、

計画として、それを優先させていきたいと、その中にはおっしゃる、それぞれ考えられる自治基

本条例に近いものが入っておりますので、後の後期については、それを生かしたような形での計

画を、より進めていく、そういう後期の計画になるようにさせていただきたいと、そういう意味

で今後、町政懇談会をするようなときには、そうしたものを含めた、この総合計画を一つの基本

にして、その中で考えていきたいということでございますので、また、新たに、そういう基本条

例を今、つくるという、そういう段階ではないのではないかと私自身は思っております。

議 長（井田義之） 垣中教育長。

教 育 長（垣中 均） 杉上議員の再質問についてお答えさせていただきます。適正規模、適正配置を考

えていく上に、単に大型化、あるいは財政的効率で求めるものであれば、それは断固戦えという

ご質問だったと思うんですけれども、確かに学校の、俗に言います統廃合というのは、高度成長

期の中で、つまり４０年代です。国が推奨していきました。それは、まさに財政的効率を重視し

た考え方だったと思っております。それで、しかし、その大型化が少なくともよかったんかとい

うことになりますと、それが６０年代になったら、それも弊害が顕著になってきました。したが

いまして、国は、その大型化を目指した統廃合については、反省の時期に入り、むしろその弊害

の対策に当たっていたというのが、今日までの流れでございます。したがいまして、国のほうは、

そうしたものの援助が少なくなってきたはずでございます。

それから、その意味で、先ほども申しましたように、財政効率だけで、この問題は考えるべき

でもないと思いますし、大きいものがいいという、あの高度成長の時代の、そのような考え方で

も、これはいけないことだと、そのように思っております。

しかしながら、武士は食わねど高楊枝では、これは教育もできません。財政的なことをなしに、

また、論じることもできませんので、あくまでも財政的な効率ということも、これは当然、視野

に入れなければならないことであります。ただ、それだけで推進するということについて、私も、

これは避けなければならないと思っております。いずれにしましても、議員、ご指摘のように、

そのようなことにならないように本町、我々の教育委員会としましては、あくまでもソフトの面

での効率化は追求させていただきますけれど、そのような形では進めていくつもりはございませ

んので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。

議 長（井田義之） 杉上議員。

４ 番（杉上忠義） 総合計画は最上位ですけれども、今、教育長の答弁にありましたように、教育委

員会の独自性、ソフト面におきましては、効率を求めるけども、ハードにおきましては教育委員

会の独自性を発揮していくという答弁だというふうに思います。よろしいんでしょうか。

議 長（井田義之） 太田町長。
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町 長（太田貴美） 今、教育委員会の独自性云々の問題になっておりますけれども、総合計画の中に

もきちっと将来を担う子供たちに対する、そうしたプロジェクトといいますか、考え方が述べら

れております。それらも含めて、それもやはり、この町の子供たちをどう育てていくか、どうし

ていきたいかという、学校教育とは少し離れているところがあるかもわかりませんけれども、考

え方としては同じだというふうに思いますし、そういう意味では、この与謝野町の総合計画は非

常に幅広く、それらも含んだ中身が示されているというふうに思いますので、財政だけ、あるい

は、そうではない、だけではなしに、やはりバランスのとれた中で行政とも両輪の形で進めてい

く、そうした教育行政のあり方、また、独自性等も保たれながら同じ方向へ向かっていくという

点では、私は一致しているんではないかというふうに思っております。

議 長（井田義之） 垣中教育長。

教 育 長（垣中 均） 反省をしております。私、そのように答弁したのではなかったと思います。先ほ

ど、町長、答弁されましたように、本町の総合計画、それから、行政大綱のもとで本町の教育行

政を考えていっているわけですし、推進していっているわけでございます。そのように申し上げ

たつもりなんでございますけれど、そのようにご理解願いたいと思います。教員してきた人間と

しては、説明が至らなかったことをおわび申し上げます。

議 長（井田義之） 杉上議員。

４ 番（杉上忠義） 私、単純にちょっと戻すんですけども、小学校の卒業生が、例えば加悦小学校

４６名、入学生が２８名、三河内小学校３５名が入学生１７名、岩屋小学校が、これまでから言

われていたんですが、いよいよ現実のものとして１２名が卒業されまして新入生が５名というふ

うに、かつてと言ったらいいんでしょうか、織物が栄えた地域ほど劇的な変化を、小学生の卒業

生と入学生から見てとれるわけでございまして、その中におきまして、総合計画、あるいは行財

政改革の中に教育、あるいは子育ての問題があるとしても、ここはやはり教育委員会の独自性を

発揮していただきまして、こう思うんだという学校のあり方であり、学校の編成を貫いてほしい

なという思いを述べさせていただきました。この点で町長、あるいは教育長から答弁いただきま

した。

ぜひとも、教育委員会の本当の姿といいますか、こう思うあれを、ぜひとも貫いていただきた

いということを期待しておきたいと、再度、思います。

議 長（井田義之） 垣中教育長。

教 育 長（垣中 均） 再びおわび申し上げます。私、そのようなつもりでは、答弁させてもらったつも

りはございません。何も教育委員会の独自性が本町において損なわれていっている、犯されてい

っているというふうには、私自身、考えておりません。そして、そんな状況はございません。あ

くまでも、これは先ほどから出ておりますように、町のやはり方針のもとで、その中で教育委員

会は教育委員会としての職分を、機能を果たしていくということが、これは至上の命題でござい

ますので、その点、誤解のないようにひとつよろしくお願いしたいと思います。

説明不足があった点は、重ねておわび申し上げます。

議 長（井田義之） 杉上議員。

４ 番（杉上忠義） 抽象的な質問になったというふうにご指摘もありましたけども、数字だけが先に

出てしまいますので、そこはやはり地域を巻き込んで議論をしていかないかんことだと思いまし
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て、地域との学校のあり方を論じさせていただきました。やはり地域が参画していかないと学校

の新しい編成も難しいんだということが、これはなかなか、遠回しに言いましたけども、ぜひと

も、そういった取り組みを進めていただきたいというふうに重ねてお願いしておきたいと思いま

す。決して効率、あるいは市場原理を持ち込んだ教育論を論じるんではなくて、手間暇をかけた

教育を、ぜひとも実現できるような方向性をお願いしておきたいと思います。以上でございます。

議 長（井田義之） これで杉上忠義議員の一般質問を終わります。

以上で、本日の日程は全部終了しました。本日はこれにて散会いたします。

次回は明日３月９日、午前９時３０分から開議しますのでご参集ください。

お疲れさまでした。

（散会 午後 ３時２６分）


